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令和６年９月定例会会議録 

 

 令和６年豊郷町議会９月定例会は、令和６年９月９日豊郷町役場内に招集された。 

 

 １、当日の出席議員は次のとおり 

             １ 番    長谷川 貴 康 

             ２ 番    西 山 一 男 

             ３ 番    井 上 喜美子 

             ４ 番    本 田 淸 春 

             ５ 番    辻󠄀 本   勇 

             ６ 番    中 島 政 幸 

             ７ 番    村 岸 善 一 

             ８ 番    前 田 広 幸 

             ９ 番    西 澤 博 一 

            １０ 番    鈴 木 勉 市 

            １１ 番    河 合   勇 

            １２ 番    今 村 恵美子 

 

 ２、当日の欠席議員は次のとおり 

               な     し 

 

 ３、地方自治法第１２１条の規定に基づき提案理由の説明のために出席を求めたる者は

次のとおり 

        町 長    伊 藤 定 勉 

        教 育 長    堤   清 司 

        総務課長兼企画振興課長    清 水 純一郎 

        税 務 課 長    山 田 篤 史 

        保 健 福 祉 課 長    辰 見 栄 子 

        医 療 保 険 課 長    小 西 直 美 

        住 民 生 活 課 長    森   ちあき 

        会 計 管 理 者    馬 場 貞 子 

        人 権 政 策 課 長    西 山 逸 範 

        地 域 整 備 課 長    山 田 裕 樹 

        産 業 振 興 課 長    岡 村 浩 孝 
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        上 下 水 道 課 長    中 山 圭 史 

        教 育 次 長    西 山 喜代史 

 

 ４、当日の会議に職務のため出席した者は次のとおり 

        議 会 事 務 局 長    森 本 智 宏 

        書 記    喜 多 博 紀 

 

 ５、提案された議案は次のとおり 

    議第４７号  令和５年度財政健全化判断比率について 

    議第４８号  令和５年度公営企業会計に係る資金不足比率について 

    議第４９号  豊郷町監査委員の選任につき同意を求めることについて 

    議第５０号  豊郷町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

    議第５１号  人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

    議第５２号  契約の締結につき議決を求めることについて 

           （工事第００７号旧八号線２（歌詰橋）護岸護床整備工事） 

    議第５３号  契約の締結につき議決を求めることについて 

           （物品・役務第００２号豊郷町立豊郷小学校給食用備品調達） 

    議第５４号  豊郷町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提

供に関する条例の一部を改正する条例案 

    議第５５号  豊郷町税条例の一部を改正する条例案 

    議第５６号  豊郷町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例案 

    議第５７号  豊郷町指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例案 

    議第５８号  令和６年度豊郷町一般会計補正予算（第３号） 

    議第５９号  令和６年度豊郷町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

    議第６０号  令和６年度豊郷町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

    議第６１号  令和６年度豊郷町水道事業会計補正予算（第２号） 

    議第６２号  令和６年度豊郷町下水道事業会計補正予算（第２号） 

    議第６３号  令和５年度豊郷町一般会計歳入歳出決算認定について 

    議第６４号  令和５年度豊郷町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 
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    議第６５号  令和５年度豊郷町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

    議第６６号  令和５年度豊郷町後期高齡者医療事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

    議第６７号  令和５年度豊郷町水道事業会計決算認定について 

    議第６８号  令和５年度豊郷町下水道事業会計決算認定について 

    発議第５号  豊郷町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例案 

    発議第６号  教員の長時間労働の抜本的改善を求める意見書案 
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村岸議長  皆さん、おはようございます。定刻より少し早いようですが、皆様がおそろい

ですので、これより、令和６年９月第３回豊郷町議会定例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は１２名で、会議開会定足数に達しております。よって、

第３回定例会は成立いたしました。 

 本日の会議を開きます。 

 （午前８時５６分） 

 最初に留意事項をご説明いたします。会議規則に基づき、規則を遵守願います。

お手元の携帯電話の電源をお切りになるかマナーモードに切り替えていただき

ますようお願いいたします。会議中はみだりに発言し騒ぎ、その他議事の妨害と

なる言動をお慎みください。また、採決の際は、みだりに離席をしないようお願

いいたします。そうした中でも特にお願いをしておきたいことは、発言は全て簡

明にするものとし、議題以外にわたり、またはその範囲を超えた発言はされませ

んようお願いいたします。会議規則の規定を尊重し、円滑なる議会の運営にご協

力のほどお願いいたします。傍聴の方につきましては、静かに傍聴していただき

ますようお願いいたします。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は会議規則第１２７条の規定により、１２番、今村恵美子

君、１番、長谷川貴康君を指名いたします。 

 日程第２、会期決定の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は本日から１０月２日までの２４日間といたしたいと思い

ます。 

 これにご異議ありませんか。 

議  員  異議なし。 

村岸議長  異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日より１０月２日までの２４日間と決定いたしました。 

 日程第３、諸般の報告を行います。監査委員から地方自治法の規定により、令

和６年４月分から６月分の現金出納検査結果ならびに定期監査報告が議会に提

出されていますから、ご了承願います。 

 次に、地方自治法の規定により、本定例会の説明員として、お手元の配付の文

書のとおりあらかじめ出席を求めておきましたので、ご了承願います。 

 次に、議長公務としての報告事項ならびに一般事務組合議会の結果報告が提

出されています。お手元に配付しているとおりですので、ご了承ください。 

 次に、議会運営委員会報告を行います。去る６月２１日付で鈴木勉市議員から
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議会運営委員会委員の職を辞したいとのと辞任届が提出されましたことから、

豊郷町議会委員会条例第１２条第２項の規定に基づき、許可いたしました。これ

に伴い、後任に議会広報常任委員会委員長が議会運営委員会委員に就任いたし

ましたので、ご報告いたします。 

 次に、議会広報委員会報告を行います。去る６月２５日付で、鈴木勉市議員か

ら議会広報常任委員の職を辞したいとの辞任届が提出され、豊郷町議会委員会

条例第１２条第２項の規定に基づき許可いたしましたので、ご報告いたします。 

 続いて、委員長報告を行います。 

 本田議会広報常任委員会委員長、報告を願います。 

本田議会広報 

常任委員長  議長。 

村岸議長  本田委員長。 

本田議会広報 

常任委員長  皆さん、おはようございます。議会広報常任委員会は、令和６年６月２４

日、９３号の掲載内容につき議論いたしました。補正予算のうち主な内容を掲載

することとし、一般質問については、各議員が一般質問で行った内容を各議員で

責任を持って発表することを確認いたしました。その後、７月２６日会議をもっ

て一部文章の調整を行いました。８月２３日に、９３号が発行することができま

した。８月３０日、本委員会として継続調査の確認を行いました。また、第３９

回町村議会広報全国コンクールには９１号を応募することといたしました。な

お、令和６年度全国町村議会広報研修会が９月２５日、東京で開催されますが、

本委員会として研修に参加することといたしました。 

 以上、報告を終わります。 

村岸議長  ご苦労さまでした。以上報告いたしますので、よろしくお願いいたします。こ

れで諸般の報告を終わります。 

 日程第４、議第４７号令和５年度財政健全化判断比率についてから日程第５

議第４８号令和５年度公営企業会計に係る資金不足比率についてまでを一括と

して、町長より報告を求めます。 

伊藤町長  はい、議長。 

村岸議長  町長。 

伊藤町長  皆さん、おはようございます。本日令和６年第３回豊郷町議会定例会を招集い

たしましたところ、議員の皆さん方には公私何かとご多用の中ご参集を賜り、心

より厚く御礼申し上げます。また、皆さん方には平素より本町の行政運営に対し

まして、格別のご高配を賜っておりますこと重ねて厚く御礼申し上げます。 
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 さらに今般は、龍ケ池揚水機場の世界かんがい施設遺産の授賞式のため、会期

を調整いただきました。感謝申し上げます。無事認定され、９月３日にシドニー

で認定書を受け取ってまいりました。先人の農業振興の歴史とその功績を世界

に広める機会ができ、大変光栄と思っています。今後は豊郷の新たな魅力として

発信してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、今期定例会には報告案件２件、同意案件２件、契約案件２件、条例

改正４件、令和６年度豊郷町一般会計、各特別会計及び各事業会計の補正予算案

件５件、決算認定６件、その他の案件１件の計２２件の議案を提案させていただ

いております。 

 それでは、議第４７号令和５年度財政健全化判断比率について及び議第４８

号令和５年度公営企業会計に係る資金不足比率についてを一括してご説明申し

上げます。 

 まず、議案議第４７号令和５年度財政健全化判断比率についてですが、この比

率は地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び同法第２２条

第１項の規定により議会に報告をするものであります。 

 財政健全化判断比率のうち、実質赤字比率については、一般会計等の赤字があ

るかどうかを示すものであり、本町においては一般会計のみが対象会計となり

ます。実質赤字額とは、当該年度の歳入歳出が上回る場合に生じるもので、令

和５年度は決算は実質赤字額が生じないため、数値が表れていません。連結実質

赤字比率については、公営企業会計等を含む全会計を対象とした、実質赤字額ま

たは資金の不足額の標準財政規模に対する比率で、赤字額及び資金不足が生じ

ないため数値が表れておりません。実質公債費比率については０.３％でありま

す。将来負担比率とは一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の額を標準財

政規模で除した比率で、本町においては充当可能基金、特定財源見込額、地方債

現在高等に係る基準財政需要額、歳入見込額の合計が将来負担額を上回ってい

るため、数値が表れておりません。 

 次に、議第４８号公営企業会計に係る資金不足比率については、公営企業ごと

の資金の不足額が事業の規模に対して、どの程度存在するのかを示すもので、資

金不足額を事業規模で除したものであります。水道事業及び下水道事業会計に

ついては、資金不足が生じないため、数値が表れておりません。 

 以上、報告いたします。 

村岸議長  これで報告は終わりました。 

 日程第６、議第４９号豊郷町監査委員の選任につき同意を求めることについ

てを議題といたします。 
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 町長、提案理由の説明を求めます。 

伊藤町長  はい、議長。 

村岸議長  町長。 

伊藤町長  議第４９号豊郷町監査委員の選任につき同意を求めることについてご説明申

し上げます。豊郷町監査委員のうち、識見の谷川則彦監査委員には、令和２年か

ら今日までの４年間にわたり、町の監査事務に、精力的にご尽力を賜ってきたと

ころでありますが、本年９月３０日の任期満了をもって退任されることになり

ました。このことから後任の識見監査委員として、住所、豊郷町大字四十九

院９１１番地、氏名、渡邊吉和氏、昭和３４年７月１９日生まれにご指導を賜り

たく、地方自治法第１９６条第１項の規定により議会の同意を求めるものでご

ざいます。 

 なお、任期については、地方自治法第１９７条に基づき、１０月１日から令

和１０年９月３０日までの４年間となります。どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

村岸議長  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

今村議員  はい、１２番。 

村岸議長  １２番、今村恵美子議員。 

今村議員  議第４９号豊郷町監査委員の選任につき同意を求めることについて、今回、こ

れは、町の監査委員の選任に、今回、渡邊氏を町として推薦されているんですが、

監査委員は２人で、議会選出の議員が前田議員がなさっているんですが、２人と

も四十九院の方ですけど、そういった前の谷川監査委員さんは日栄学区の方で

したよね。推薦するのは町ですから、そういう（聞き取り不能）となったのかと

思うんですが、こういった議員と、それから一般の町推薦の監査員が同じ字とい

うことは、これまでも過去においてあったんでしょうか。そういう、そしてそう

いうのは町としては、何ら全町的な面で問題はない、問題が出たときには困りま

すけど、それはどうもないという形で判断されているのか、その点について、町

の見解をお願いいたします。 

伊藤町長  議長。 

村岸議長  町長。 

伊藤町長  同じ字だからどうとかこうとかいうご質問、ご質疑だと思うんですけれども、

谷川監査委員さんが、４年間で十分職務を果たさせていただいたので、やめさせ

ていただきたいと。慰留しましたんですけれども、大変勉強させてもらったとい

うことで、それで新たな監査委員さんを町内広くからいろいろ考えさせていた

だきました。今までから県のＯＢとか金融関係とか、いろいろそういう方たちが
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されてこられまして、議会の監査委員と識見の監査委員が同じ字でどうのこう

のと、それは私が答えるべき問題でなく、この方が適任者ということで、選任の

同意のお願いを出させていただいたものであります。銀行のＯＢとなりますと、

私の知っている限りもう１名おられまして、実はこれ八町の方でした。いかにも

私の地元はあまりよくないだろうということで、ちょっとこれには二の足を踏

んだところでございます。ですから、町内全域を見渡して渡邊さんが適任という

ことで、このように議案を提案させていただいたところでございます。もし何か

おかしいと思われたらまた、議員さんの中で、議会選出がありますから、そこら

は十分考慮されて、また、検討されればどうかと思います。 

 以上、私のお答えといたします。 

村岸議長  ほかにありませんか。 

議  員  なし。 

村岸議長  ないようですから、これより議第４９号の討論を行います。討論はありません

か。 

議  員  なし。 

村岸議長  討論なしと認め討論を終結いたします。 

 これより議第４９号豊郷町監査委員の選任につき同意を求めることについて

を採決いたします。 

 賛成の諸君は起立を願います。 

議  員  （起立、全員） 

村岸議長  全員起立であります。よって、議第４９号は同意することに決定されました。 

 日程第７、議第５０号豊郷町教育委員会委員の任命につき同意を求めること

についてを議題といたします。 

 町長、提案理由の説明を求めます。 

伊藤町長  はい、議長。 

村岸議長  町長。 

伊藤町長  議第５０号豊郷町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてご

説明申し上げます。豊郷町教育委員として豊郷町の教育振興にご尽力いただい

ておりました小林美保氏が、本年９月３０日の任期満了をもって退任されるこ

ととなりました。このことから、後任の教育委員として住所、豊郷町大字高野

瀬５１７番地、藤野悠子氏、昭和５６年９月８日生まれを任命いたしたく、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項に基づいて議会の同意を求

めるものでございます。藤野氏は、現在は日栄小学校の保護者であり、地方教育

行政に情熱を持っておられ、同法第４条第５項の規定による委員のうちに保護
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者が含まれるようしなければならないという要件を満たす必要があることから、

教育委員として任命させていただきたいというものでございます。なお、任期と

いたしましては、１０月１日から令和１０年９月３０日までの４年間となりま

す。ご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げまして、提案説明といたし

ます。 

村岸議長  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

議  員  なし。 

村岸議長  ないようですから、これで質疑を終結いたします。 

 これより議第５０号の討論を行います。討論はありませんか。 

議  員  なし。 

村岸議長  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより議第５０号豊郷町教育委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついてを採決いたします。 

 賛成の諸君は起立を願います。 

議  員  （起立、全員） 

村岸議長  全員起立であります。よって、議第５０号は同意することに決定されました。 

 日程第８、議第５１号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることに

ついてを議題といたします。 

 町長、提案理由の説明を求めます。 

伊藤町長  はい、議長。 

村岸議長  町長。 

伊藤町長  議第５１号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてご説

明申し上げます。現在法務大臣の委嘱を受け、人権擁護委員としてご活躍いただ

いております清水典子氏が、本年１２月３１日の任期満了をもって退任される

こととなりました。このことからその後任として、住所、豊郷町大字吉田２４９

番地、氏名、高橋明美氏、昭和３３年６月２１日生まれを推薦いたしたく、人権

擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるものでございます。

高橋氏は豊郷町の職員として長年にわたり勤務され、隣保館長としても町民の

人権意識の高揚や、人権問題の解決に取り組んでこられましたことから、推薦さ

せていただきたいというものであります。なお、任期につきましては、令和７

年１月１日から令和９年１２月３１日までの３年間となります。よろしくご審

議のほどお願い申し上げます。 

村岸議長  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

今村議員  はい。 
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村岸議長  １２番、今村恵美子議員。 

今村議員  それでは、人権擁護委員の推薦ということで、高橋明美さんは、役場の職員も

なさっておられて、平成２８年からは湖東広域衛生管理組合で現在も至るとい

うふうに経歴が書かれているんですが、こういう広域行政に働いておられる方

でも、人権擁護委員としては資格があるということなんだと思うんですが、広域

行政組合などの職員で正規職員、また、プロパー職員っていろいろ、会計年度職

員もいらっしゃいますが、この方がいけるというのは、法からいくとどういう基

準で人権擁護委員にお願いできるということになるんでしょうかと。その辺を

教えてください。 

人権政策課長  議長。 

村岸議長  西山人権政策課長。 

人権政策課長  今村議員の質疑にお答えいたします。 

 どのような方というか、先ほども町長、言われましたとおり、人権に精通して

いるという形で選んでおります。湖東広域管理組合にお勤めではございますが、

人権擁護委員の候補としては何も問題ございませんので、よろしくお願いいた

します。 

 以上です。 

村岸議長  ほかにありませんか。 

議  員  なし。 

村岸議長  ないようですから、これで質疑を終結いたします。 

 これより議第５１号の討論を行います。討論はありませんか。 

議  員  なし。 

村岸議長  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより議第５１号人権擁護委員候補の推薦につき意見を求めることについ

てを採決いたします。 

 賛成の諸君は起立を願います。 

議  員  （起立、全員） 

村岸議長  全員起立であります。よって、議第５１号は同意することに決定されました。 

 日程第９、議第５２号契約の締結につき議決を求めることについて（工事第７

号旧八号線２（歌詰橋）護岸護床整備工事）を議題といたします。 

 町長、提案理由の説明を求めます。 

伊藤町長  はい、議長。 

村岸議長  町長。 

伊藤町長  議第５２号契約の締結につき議決を求めることについてご説明申し上げます。
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令和６年度工事第００７号、旧八号線２（歌詰橋）護岸護床整備工事の入札を令

和６年８月２１日に、条件付一般競争入札により執行したところ、所在地、滋賀

県犬上郡豊郷町大字安食南１９３番地、名称、丸橋建設株式会社豊郷営業所、所

長丸橋照久と、請負契約金額１億５,８４０万円で仮契約を締結いたしました。

つきましては、契約の締結について、地方自治法第９６条第１項及び第５号及び

豊郷町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２

条の規定により、予定価格が５,０００万円以上の工事であることから、議会の

議決を求めるものでございます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願

い申し上げまして、提案説明といたします。 

村岸議長  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

今村議員  はい、１２番。 

村岸議長  １２番、今村恵美子議員。 

今村議員  では、議第５２号契約の締結議決についてですが、今回、歌詰橋の護岸護床整

備工事ということで、契約議決の今回議案が出ておりますが、３点お聞きしたい

と思います。 

 １点目は、歌詰橋の当初、耐震補強、また、ならびに橋の整備とかそういうの

で立ち上がって、設計ミスもあり、金額が膨れ上がってきていますが、工事、担

当課にお聞きしますとこれがもう最後の第３期工事だという形でおっしゃって

おられましたが、これまで、歌詰橋の整備工事のこの入札を入れて、これで最後

になるということなので、総事業費、どのぐらいになるのかと、それから財源の

負担割合、愛荘町、豊郷町、また、国庫補助金、どのぐらいの金額でこれは行わ

れたのか。ちょっとそれを１点目。教えてください。 

 それから２点目ですが、今回のこの条件付一般競争入札は、電子入札というこ

とで実施がされております。私も電子入札を以前から推薦、こういうこともやっ

ていったらどうですかということは提案していましたし、そういう方向にも来

ていただいたんだなと思います。それで、今回の電子入札の結果についてなんで

すが、これは何件が応札したのか。残念ながら町のホームページでは、そのとこ

ろが何か記事がうまく出てなくて、なかったのでお聞きしたいのですが、この電

子入札参加業者は何件あって、そして、予定価格が事前公表だったのか、なかっ

たのか。また、最低制限価格は、公表、事後公表しているのか。その点と、また、

入札、応札の中で、資格業者とか、何社が応札に応じて、失格業者というのも出

たのか、入札結果が見られたら分かったんですけど、残念ながら、私が調べた中

で分からなかったので、ちょっとそれは教えていただきたいと思います。 

 それから、３点目なんですけど、この工事について、担当課長にお聞きしまし
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たら、この工事は、県から、この護岸、それから護床の整備工事をするようにと

いう、そういう指摘があって、ほぼ１００メートルぐらいの大きな工事をしなく

てはならないという図面も頂きましたが、護岸の護床工事、県はどういう点で、

今まで一応もう工事が終わったのかなと思ったら再度これはしなくてはいけま

せんということを言われたということなので、どういう指摘があってこの工事

を今回なさるのか。県の言うている内容を説明をお願いしたいと思います。よろ

しく。 

地域整備課長  議長。 

村岸議長  山田地域整備課長。 

地域整備課長  それでは、今村議員の質問にお答えします。 

 まず、総事業費からです。１期、２期、今回の工事と合わせまして、８億８３０

万３００円となります。 

 次に、国庫補助なんですけれども、第１期のときには、４億３ ,４５３

万４,１００円のうち２億３,５８３万５,０００円の補助がついております。２

期工事につきましては、２億１,５０９万６,２００円のうち豊郷町の負担と愛

荘町の負担として工事費の半分ずつですので、１,７５４万８,１００円ずつ負

担していまして、そのうち、町の起債、これは緊自債という起債を借りておりま

すので、１億７５０万円の起債をしているということでございます。今回の工事

につきましては、１億５,８４０万ですので、豊郷町の負担が７,９２０万円、愛

荘町の負担が７,９２０万円で、起債としては、７,９００万円の起債をはること

としております。 

 次に、３番の工事内容なんですけれども、県から言われましたのは、まず、１

期、２期と工事をしまして、橋の基礎がちょっと張り出しますので、川幅が狭く

なったということで、ちょっと水の流れが急になるということで、護床をやり直

してほしいということでした。もとから護床が沈んでおりましたので、護床を、

今設置している範囲内でやり直すだけではなくて、川が狭まるということなの

で、広範囲に護床を敷いてくださいということなので、今回新規に３０８個、護

床ブロックをつくってそれを全面に敷くということになっております。あと５

年に１回河川敷まで雨量が来ることがあるということなので、土のうを、河川敷

の方までしみけるよう指示がありましたので、そのような対策も講じておりま

す。 

 以上です。 

総務課長兼 

企画振興課長  議長。 
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村岸議長  清水総務課長。 

総務課長兼 

企画振興課長  それでは、今村議員のご質疑のうち、私のほうから２点目の入札の関係をお答

えさせていただきます。 

 入札の結果の情報につきましては、町のホームページの方に公開しておりま

して、町のホームページから今度、電子入札情報公開システムというところに飛

んでいただければ全て情報が、従来と同じ情報が公開されておりますので、また

そちらをご覧いただけたらと思います。 

 なお、今回の入札につきましては、技術資料を提出され資格を得られましたと

ころが５社、そのうち入札までの間に２社が辞退され、３社が応札をされ、その

うち１社が落札ということになっております。予定価格と最低制限価格につき

ましての運用につきましては、従来のと同じとなっております。 

 以上です。 

村岸議長  ほかにありませんか。 

今村議員  はい。 

村岸議長  １２番、今村恵美子議員。 

今村議員  それでは、清水課長の方にもう１回だけお尋ねしたいと思います。 

 ホームページで公表されているということだったので、あれ時間帯指定があ

るんですか。夜はできないということですか。開いても、ただいまそれはしてい

ませんというのが出たんですけど。それと、いつでも見れるようにしてほしいな

というのと、それから、条件付一般競争入札というのが、やれるメリットという

のは、多くの業者が入ってこれるというメリットがあると思うんですが、県下で、

いろいろ業者の基準が想定してあると、町がつくっている基準があると思うん

ですが、５社がそういった問合せがあったということですけれども、町が考えて

いる一般競争入札で、対象となる業者というのは、県下でどのくらいあるんでし

ょうか。この５社しか、うちのこれに、何というか、電子、あれで積算いろいろ

書いてある箇所ありましたけど、５社しかないというのはどういう経過でそう

なるのか。できるだけ多くの人、多くの業者で競争入札を広くしていただく方が、

いいんじゃないかなと思うんですが、これがなかなか、応札業者が増えないのは

どういうところが原因なのか。そこをちょっと最後に教えていただけますか。 

総務課長兼 

企画振興課長  はい。 

村岸議長  清水総務課長。 

総務課長兼 
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企画振興課長  それでは、今村議員の再質疑にお答えをさせていただきます。 

 まず、電子入札情報公開システムにつきましては、これは県下統一で使ってい

るシステムでございまして、システムの仕様上、夜８時までしか公開されてない

ということになります。本町、１町での都合でそのシステムの時間の変更が難し

いものですから、夜８時までにご覧いただくようにご協力をお願いしたいと思

います。 

 ２点目の５社についてですけれども、これも多い、少ないの議論があろうかと

思いますけれども、町といたしましては、一定の条件をつけまして、全ての業者

さんに参加を呼びかけているところで、滋賀産業新聞等業界誌にも載せていた

だいておりまして、周知の方を図っております。ただ、手を挙げていただける企

業さんが少ないということにつきましては、予定価格も公表しておりますし、ま

た、その会社の技術者の人数、また、ほかを取っておられる仕事の都合、また、

豊郷町と事業所さんの距離の問題等々考えられると思いますので、今後とも町

としましては、多くの企業に入札に参加していただけるよう努力してまいりた

いと思います。 

 以上です。 

村岸議長  ほかにありませんか。 

議  員  なし。 

村岸議長  ないようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより議第５２号の討論を行います。討論はありませんか。 

議  員  なし。 

村岸議長  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより議第５２号契約の締結につき議決を求めることについて（工事第７

号旧八号線２（歌詰橋）護岸護床整備工事）を採決いたします。 

 賛成の諸君は起立を願います。 

議  員  （起立、全員） 

村岸議長  全員賛成であります。よって、議第５２号は原案のとおり可決されました。 

 日程第１０、議第５３号契約の締結につき議決を求めることについて（物品・

役務第２号、豊郷町立豊郷小学校給食用備品調達）を議題といたします。 

 町長、提案理由の説明を求めます。 

伊藤町長  はい、議長。 

村岸議長  はい、町長。 

伊藤町長  議第５３号契約の締結につき議決を求めることについてご説明申し上げます。

令和６年度物品・役務第００２号豊郷町立豊郷小学校給食用備品調達業務の入
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札を令和６年８月２０日に指名競争入札により執行したところ、所在地、京都市

伏見区竹田田中宮町１５番地、名称、株式会社中西製作所京都営業所、所長、葛

山智之と請負契約金額６７６万５,０００円で仮契約を締結いたしました。つき

ましては、契約の締結について、地方自治法第９６条第１項第８号及び豊郷町議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定

に基づき議会の議決を求めるものでございます。ご審議の上、ご承認賜りますよ

うよろしくお願い申し上げまして、提案説明といたします。 

村岸議長  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

今村議員  はい、１２番。 

村岸議長  １２番、今村恵美子議員。 

今村議員  議第５３号契約の締結議決で、豊郷町立豊郷小学校給食用備品調達業務につ

いてですが、これは指名競争入札で、入札結果調書を見ますと、７社の中で辞退

が３社の中で、ここに契約の相手方が落札をされております。これは食器食缶洗

浄機１台という物品の入札だったんですが、この前後、後だったかな。日栄小の

給食室の冷蔵庫が、議決にはかからないんですが、同じように入札がありまして、

同じこの業者と同じ７業者でしたけど、今回の議決に付されている業者じゃな

い方が、そちらは日栄小の冷蔵庫の方は落札されておりましたが、業者を、指定

業者を選定するというのは、これはどこがなさっているんでしょうか。入札、執

行する、比較ですか。それとも、指名業者の選定には教育委員会も関わっている

んでしょうか。その辺を、指名業者同じ業者が毎回そろうと、どうしても業者談

合にもつながりますので、いろいろいろんなこういう業種でもいろんな業者い

らっしゃると思うので、できたらもう、もう、この近畿管内でやるんでしたら一

般競争入札の電子入札もいいんじゃないかなと思ったりもするんですが、どう

いう選考で指名業者を、町としては選んでおられるのか、そのことをちょっとお

聞かせください。 

総務課長兼 

企画振興課長  議長。 

村岸議長  清水総務課長。 

総務課長兼 

企画振興課長  それでは、今村議員のご質疑にお答えをさせていただきます。 

 その前に、すいません、先ほどの答弁の中で１点誤りがありましたので、この

場をお借りしてちょっと訂正をさせていただきたいと思います。先ほど電子入

札の情報公開システムについては、夜８時までと申し上げましたけれども、夜８

時なのは、入札をする方側のシステムが夜８時まででございまして、情報公開に
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つきまして、夜１１時まで公開されておりますので。詳しく言いますと、朝６時

から夜の１１時までは公開されておりますので、またその時間内にご覧いただ

ければと思います。 

 次、続きまして、本来のご質疑の方にお答えをさせていただきます。入札につ

きましては、指名業者の選定につきましては、豊郷町建設工事契約審査会という

ものが町の中にはございまして、そこでそこの今回のそれぞれの入札の指名業

者はどこにするかというのがそこの場で決定しているものでございます。 

 以上です。 

村岸議長  ほかにありませんか。 

議  員  なし。 

村岸議長  ないようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより議第５３号の討論を行います。討論はありませんか。 

議  員  なし。 

村岸議長  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより議第５３号契約の締結につき議決を求めることについて（物品・役務

第２号豊郷町立豊小学校給食用備品調達）を採決いたします。 

 賛成の諸君は起立を願います。 

議  員  （起立、全員） 

全員賛成であります。よって、議第５３号は原案のとおり可決されました。 

 日程第１１、議第５４号豊郷町行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の一部を改正する条例案を議題といたします。 

 町長、提案理由の説明を求めます。 

伊藤町長  はい、議長。 

村岸議長  町長。 

伊藤町長  議第５４号豊郷町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。マイナンバーを情報

共有する事務については、「行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律」の別表２を引用しておりましたが、法改正により別表２

が廃止されましたので、その内容を本則の中に規定するものでございます。ご審

議のほどよろしくお願い申し上げます。 

村岸議長  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

今村議員  はい、１２番。 
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村岸議長  １２番、今村恵美子議員。 

今村議員  それでは、議第５４号豊郷町行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例の一部を改正する条例案につきまして、この新旧対照表の資料を見

ますと、定義の中で、第２条の中で、１条は削って、旧の１条は削って、５、６

と。５番目が、特定個人番号利用事務、法第１９条第８号に規定する特定個人番

号利用事務をいう。その次の６番目が、利用特定個人情報、法第１９条第８号に

規定する利用特定個人情報をいうと書いてあるんですが、この５と６を、具体的

にどういう情報のことか説明してください。 

 そして、第４条、個人番号の利用範囲ということで、裏の方に、４条の４項か

な。ここ、４項、３項もですよね。特定個人番号利用事務等、処理する必要な限

度で、利用特定個人情報を保有する情報ネットワークを使用するようなことが

書かれておりますし、４項では、法令、条例の規則等の規定により、当該特定個

人情報または当該利用特定個人情報と同一の内容を含む書面として義務づけら

れているときは、当該書面とあったものをみなすと。これもちょっと、具体的に

どういうことを言っているのか。 

 また、その下の第５条の特定個人情報の提供の２項で、法令、条例、規則等の

規制により当該特定個人情報または当該利用特定個人情報と同一の内容情報を

含む書面の提出が義務づけられているときは、当該書面の提出があったものと

みなすというのも、どういうことを想定しているのか。具体的に法令の意図する

ところをちょっと説明していただけますか。 

総務課長兼 

企画振興課長  議長。 

村岸議長  清水企画振興課長。 

総務課長兼 

企画振興課長  それでは、今村議員のご質疑にお答えをさせていただきます。 

 まず、第２条第１項第５号と第６号の部分なんですけれども、法第１９条第８

号に規定するという、そこのくだりでございますけれども、そこにつきましては、

まず、第６号の利用特定個人情報というものにつきましては、特定個人情報を個

人番号利用事務を処理するために政令で定めるところにより、当該個人番号利

用事務を処理するために必要な特定個人情報として主務政令で定めるものと規

定をされております。もう少し分かりやすく申し上げますと、マイナンバーが関

係する事務のことでございます。また、マイナンバーを含む個人情報のことを利

用特定個人情報と呼びます。そして第５号の特定個人番号利用事務につきまし
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ては、それを利用した事務になってきます。これにつきましても、主務省令、各

省庁の省令等で規定されたものがそれに該当することになります。 

 先ほど町長の提案理由の説明の中にもありましたが、従来まではこれが別表、

法律の別表２ということで、一覧表形式で書かれていましたものが、それが廃止

されまして、各省庁の政令で指定できるようになったということがございます。

また、第４条、第５条のあたりの改正でございますけれども、これについてもマ

イナンバーが関係する事務ということでご理解いただければと思います。 

 以上です。 

村岸議長  ほかに質疑ありませんか。 

今村議員  はい。 

村岸議長  １２番、今村恵美子議員。 

今村議員  豊郷町の行政手続に関する条例の中に、マイナンバーカード、保険証等の特定

個人番号利用事務とかそういうのが発生した場合に、行政がそれを取り込んだ

り、また、医療機関へこれ送付したり、いろんなことができるのかなという、税

務関係でもできるのかな。いろんなことを想像してしまうんですけれども、うち

の、マイナンバーカードというのは、取得については任意の制度ですから、国民

が全員これを、マイナンバーカードを作らなきゃいけないというもんではない

んですが、ここに保険証を組みづけることにしても、政府はすごく１２月で保険

証廃止するなどと言っておられますが、豊郷町の現状として、マイナンバーカー

ドの取得率って、町民の皆さん、どのぐらいまでいっているんでしょうか。また、

保険証についてもマイナンバーに組みづけした人はどのくらいいらっしゃるの

か。そのことを教えてください。 

総務課長兼 

企画振興課長  議長。 

村岸議長  清水企画振興課長。 

総務課長兼 

企画振興課長  それでは、今村議員のご質疑にお答えをさせていただきます。 

 マイナンバーカード取得の是非については、ここで論じるものではないとい

うことで思いますので、答弁は差し控えさせていただきます。また、町内でのマ

イナンバーカード取得率等につきましては、マイナンバーカードが大体７０％

程度でございますが、また、明日の一般質問等でもご質問をいただいております

ので、詳しくはそのときにお答えをさせていただきますので、お聞きいただけれ

ばと思います。 

 以上です。 
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村岸議長  ほかに質疑ありませんか。 

議  員  なし。 

村岸議長  ないようですから、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより議第５４号の討論を行います。討論はありませんか。 

今村議員  議長、反対討論。 

村岸議長  討論の申出があります。これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

今村議員  はい。 

村岸議長  今村恵美子君。 

今村議員  議第５４号に対しまして、反対討論を行います。 

 先ほど課長の方から、マイナンバーカードと保険証の問題などは、ここでの問

題ではないみたいなことをおっしゃいましたけれども、今の政府はこのマイナ

ンバーカードに保険証を組みつけする、こういったことのために保険証を、豊郷

でも国民健康保険証を１２月でもう廃止せえと。こういったことを地方自治体

にも押しつけてきています。しかし、このマイナンバーカード、非常に、先ほど

課長がおっしゃったように、カード取得した人は７割ちょっとだという話です

が、このマイナンバーカードを紛失したときのリスクというのが非常に大きい

んですよね。それは保険証がついてたら必ず病院も行かなきゃ、それ持っていか

なきゃいけないわけですし、これが紛失したときのストーキング被害やなりす

まし被害、こういったことを本人が気づくまでに時間が過ぎていたら、もう大変

なことがやっぱり起こるんです。だから、やっぱりこういう国の姿勢に対して、

やはりもう私は、条例は、町としては、国から来たものは全部対応しなきゃいけ

ないというのも分からなくはありませんが、でも、これから高齢者の皆さんが、

確認番号もじき忘れる。持ち歩いてどこで落としたか分からない。こういったこ

とが起きる懸念は大きくあります。こういったことで、この条例改正は、国に対

しても時期尚早、もっと国民の理解を得るまで時間を持ってやっていくという

のが本来当たり前の行政の姿ですので、当町におきましても、こういう条例改正

には反対といたします。 

 以上です。 

村岸議長  次に、本案に対する賛成討論を許します。 

議  員  なし。 

村岸議長  ないようですから、これをもって討論を終結いたします。 

 これより議第５４号豊郷町行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関
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する条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 

 賛成の諸君は起立を願います。 

議  員  （起立、多数） 

村岸議長  起立多数であります。よって、議第５４号は原案のとおり可決されました。 

 日程第１２、議第５５号豊郷町税条例の一部を改正する条例案を議題といた

します。 

 町長、提案理由の説明を求めます。 

伊藤町長  議長。 

村岸議長  町長。 

伊藤町長  議第５５号豊郷町税条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げま

す。今回の改正は、令和６年３月３０日に公布されました地方税法等の一部を改

正する法律が４月１日から施行、公益信託に関する法律が令和６年５月２２日

に公布されたことに伴い、豊郷町税条例の一部を改正するものでございます。主

な改正内容といたしましては、公益信託の見直しに伴う寄附金税額控除の対象

の追加に伴う所要の改正でございます。以上、よろしくお願い申し上げます。 

村岸議長  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

今村議員  はい。 

村岸議長  １２番、今村恵美子議員。 

今村議員  議第５５号豊郷町税条例の一部を改正する条例案につきまして、先ほど町長

から提案説明がありましたが、公益信託というのは、豊郷町におきましては、ど

ういうものがあるのか。寄附金を支出した場合に、同項により控除すべき当該納

税義務者、これは徴税に関することなので、町内で、この公益信託に当たる町税

の対象になるその団体、また、どういったところがあるのか。説明をしていただ

きたいと思います。お願いします。 

税務課長  議長。 

村岸議長  山田税務課長。 

税務課長  今村議員の質疑にお答えいたします。 

 今回のこの公益信託に関する法律につきましての対象というのは、信託銀行

というのがありまして、そちらの方を、まず言うと三大信託というのが、三井住

友とか、株式会社ＳＭＢＣ信託銀行、また、三菱ＵＦＪ信託銀行等がございまし

て、この中でも、団体というか、ここの銀行がこの寄附者に対して、寄附者が希

望する事業を行っているということで、例といたしまして、三井モーリシャス自

然環境回復保全国際協力基金とか、経団連自然保護基金とかという社会貢献に

向けた活動をされているものに対する寄附金でございます。 
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 以上です。 

今村議員  はい。 

村岸議長  １２番、今村議員、再質疑。 

今村議員  ということは、町内の銀行や農協、信用組合というのはもう、これでいくと全

然対象にはならない。ほかに町内でそういった団体というのもないということ

で理解したらいいんですか。ちょっとその点だけ教えてください。 

税務課長  議長。 

村岸議長  山田税務課長。 

税務課長  今村議員の再質疑にお答えいたします。 

 今、おっしゃった地方銀行等につきましては対象となっておらず、本当に大き

い都市銀といわれるところが信託銀行の認可を受けている銀行でございます。 

 以上です。 

村岸議長  ほかに質疑ありませんか。 

議  員  なし。 

村岸議長  ないようですから、これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 会議規則第３９条の規定により、議第５５号の豊郷町税条例の一部を改正す

る条例案を総務産業建設常任委員会に付託いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

議  員  異議なし。 

村岸議長  異議なしと認めます。よって、議第５５号を総務産業建設常任委員会に付託す

ることに決定いたしました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 日程第１３、議第５６号豊郷町包括的支援事業の実施に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例案を議題といたします。 

 町長、提案理由の説明を求めます。 

伊藤町長  はい、議長。 

村岸議長  町長。 

伊藤町長  議第５６号豊郷町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例案についてご説明申し上げます。介護保険法施行規則及び指定介

護予防支援等の事業の人員及び運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令の公布に伴

い、所要の改正を行うものでございます。どうぞご審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

村岸議長  これより質疑を行います。質疑ありませんか。 
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今村議員  はい。 

村岸議長  １２番、今村恵美子議員。 

今村議員  議第５６号豊郷町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例案ですね。この前の全協で、豊郷の場合は、３,０００人以下の町

なんですが、その中で、３職種の人数、規定としては、３,０００人から６,０００

人と同じで、保健師２、社会福祉士等のあと支援員ですか、これは同じ基準なん

でしょうか。それとも、３,０００人以下、その必要職種の人は減る、少ないん

でしょうか。その辺をちょっと最後教えてください。 

医療保険課長  議長。 

村岸議長  小西医療保険課長。 

医療保険課長  今村議員のご質疑にお答えいたします。 

 ３,０００人以上でありましても、当町の２ ,０００人以上でございまして

も、３職種は変わりません、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員となって

おります。 

 以上です。 

村岸議長  ほかに質疑ありませんか。 

議  員  なし。 

村岸議長  ないようですから、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより議第５６号の討論を行います。討論はありませんか。 

議  員  なし。 

村岸議長  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより議第５６号豊郷町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例案を採決いたします。 

 賛成の諸君は起立を願います。 

議  員  （起立、全員） 

村岸議長  全員起立であります。よって、議第５６号は原案のとおり可決されました。 

 日程第１４、議第５７号豊郷町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営な

らびに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例案を議題といたします。 

 町長、提案理由の説明を求めます。 

伊藤町長  議長。 

村岸議長  町長。 

伊藤町長  議第５７号豊郷町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営ならびに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め
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る条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。介護保険法施行

規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営ならびに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する

省令の公布に伴い、所要の改正を行うものでございます。どうぞ、ご審議のほど

よろしくお願い申し上げます。 

村岸議長  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

今村議員  はい、１２番。 

村岸議長  １２番、今村恵美子議員。 

今村議員  議第５７号豊郷町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営ならびに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例案ですが、新旧対照表で聞きたいんですけれども、

新しい１５条、指定介護予防支援の業務の委託ということで、地域包括支援セン

ターの設置者である指定介護予防支援事業者は、法２の規定により、一部を委託

することができるというのがあるんですが、これ包括支援センターから、私

も６５歳以上の高齢者なので、そういう予防介護の何かパンフレットみたいの

も頂いたんですが、町内で、指定介護予防支援事業者となるためには、今現状あ

るところの事業所の説明と、これになるための条件はどういうものなのか、教え

ていただけますか。 

医療保険課長  議長。 

村岸議長  小西医療保険課長。 

医療保険課長  今村議員のご質疑にお答えさせていただきます。 

 指定介護予防支援の委託につきましては、現状行っておりません。 

 以上でございます。 

村岸議長  ほかに質疑ありませんか。 

今村議員  はい、１２番。 

村岸議長  １２番、今村恵美子議員、再質疑。 

今村議員  今課長の方から、この業務の委託はしていないということでおっしゃってお

られたので、業務の委託というのは、介護予防支援のどういう中身で委託をする

んでしょうか。私はてっきり元気力アップとかいろんなあんな、やっているのも

みんなこの委託事業なんだと思ったんですが、何もしていませんというおっし

ゃり方だったので、これに対象となる事業はどういうことで、どういう事業所が

できるんでしょうか。そこを教えてください。 

村岸議長  小西医療保険課長、どうですか、いけますか。 

医療保険課長  はい。 
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村岸議長  小西医療保険課長。 

医療保険課長  今村議員の再質疑にお答えさせていただきます。 

 条件につきましては、本条例の第１５条に、指定介護予防支援の業務の委託の

内容について書かれておりますので、そちらについてでございます。 

 以上でございます。 

村岸議長  ほかに質疑ありませんか。 

議  員  なし。 

村岸議長  ないようですから、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより議第５７号の討論を行います。討論はありませんか。 

議  員  なし。 

村岸議長  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより議第５７号豊郷町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営ならび

に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 

 賛成の諸君は起立を願います。 

議  員  （起立、全員） 

村岸議長  全員起立であります。よって、議第５７号は原案のとおり可決されました。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は１０時２５分といたします。 

（午前１０時１５分 休憩） 

 

（午前１０時２５分 再開） 

村岸議長  再開いたします。 

 日程第１５、議第５８号令和６年度豊郷町一般会計補正予算（第３号）から日

程第１９、議第６２号令和６年度豊郷町下水道事業会計補正予算（第２号）まで

を一括議題とします。 

 町長、提案理由の説明を求めます。 

伊藤町長  はい、議長。 

村岸議長  町長。 

伊藤町長  議第５８号令和６年度豊郷町一般会計補正予算（第３号）から議第６２号令

和６年度豊郷町下水道事業会計補正予算（第２号）までの一般会計補正予算、各

特別会計補正予算、各事業会計補正予算について一括してご説明申し上げます。 

 まず、議第５８号令和６年度豊郷町一般会計補正予算（第３号）についてご説

明申し上げます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５億１,８５４

万３,０００円を追加し、歳入歳出予算総額を５９億４,３３９万１,０００円と
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するものであります。 

 歳入では、地方特例交付金３ ,１３７万３ ,０００円、地方交付税１

億３,７７３万２,０００円、分担金及び負担金１１１万２,０００円、国庫支出

金１ ,８４７万２ ,０００円、県支出金、１ ,２６７万円、財産収入１７

万６,０００円、寄附金６００万円、繰入金２,８０１万１,０００円、繰越金２

億９ ,１８３万８ ,０００円、諸収入２４８万６ ,０００円、町債１ ,８９７

万８,０００円を追加し、町税３,０３０万５,０００円を減額するものでありま

す。 

 次に、歳出では総務費２億１,８１８万円、民生費３,８０６万８,０００円、

衛生費７３万４ ,０００円、農林水産業費３ ,９２９万円、商工費４４

万５,０００円、土木費９,９４６万９,０００円、教育費８,６１１万８,０００

円、公債費３,６２３万９,０００円を追加するものであります。債務負担行為の

補正は第２表の、地方債の補正は第３表のとおりであります。 

 次に、議第５９号令和６年度豊郷町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）についてご説明申し上げます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ１ ,３９６万３ ,０００円を追加し、歳入歳出予算総額をそれぞれ９

億１ ,１７７万２ ,０００円とするものでございます。歳入では財産収

入４,０００円、繰越金３２１万６,０００円、諸収入１,０７４万３,０００円を

追加するものであります。次に、歳出では基金積立金２６３万１,０００円、諸

支出金１,１３３万２,０００円を追加するものであります。債務負担行為の補

正は第２表のとおりであります。 

 次に、議第６０号令和６年度豊郷町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

についてご説明申し上げます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ１,１５２万４,０００円を追加し、歳入歳出予算総額をそれぞれ７億７０９

万４ ,０００円とするものでございます。歳入では支払い基金交付金２２６

万４,０００円、財産収入２万円、繰越金９２４万円を追加するものであります。

次に、歳出では基金積立金３８４万４,０００円、諸支出金７６８万円を追加す

るものであります。 

 次に、議第６１号令和６年度豊郷町水道事業会計補正予算（第２号）について

ご説明いたします。第２３款資本的収入の既決の予定額から１００万７,０００

円を減額し、総計を５,９４３万６,０００円とするものでございます。 

 最後に、議第６２号令和６年度豊郷町下水道事業会計補正予算（第２号）につ

いてご説明いたします。第４１款下水道事業収益の既決の予定額に７８０万円

を増額し、３億５,３５８万２,０００円とし、第６１款資本的収入の既決の予定
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額から７８０万円を減額し、総計を６,７６２万６,０００円とするものでござ

います。また、企業債の限度額を３,１８０万円から２,４００万円に改めるもの

であります。 

 以上、議第５８号から議第６２号までを一括して説明いたしました。ご審議の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

村岸議長  これより質疑を行います。質疑は一括して行います。質疑は、これはまた後で

委員会付託等がありますので、簡明に質疑のほどをよろしくお願いいたします。

質疑ありませんか。 

今村議員  はい、１２番。 

村岸議長  １２番、今村恵美子議員。 

今村議員  まず、議第５８号令和６年度一般会計補正予算（第３号）で、最初、７ページ

ですね。７ページの起債の変更ということで、公共施設等適正管理推進事業債、

これが限度額の補正、増額補正がされていますが、増額になった理由を説明して

ください。 

 それから、次は１０ページです。１０ページの歳入の方で、款１０地方交付税、

今回増額補正ということで、普通交付税というので書かれているんですが、これ

で、令和６年度は確定なんでしょうか。まだ入ってくる見込みがあるんでしょう

か。ここのところを増額した分で幾らになるのかと、これで確定なのかまだあり

ますというのか、その辺をちょっと教えてください。 

 続いて１１ページは、款１４国庫支出金の目１の民生費国庫負担金で、児童福

祉費負担金ということで、子供のための教育保育給付費国庫負担金というの

が、１,１４０万２,０００円上がっているんですが、この内訳を、予算の内訳を

教えてください。 

 これに付随するところが１２ページの民生費県補助金もありますし、上の負

担割合があるということで、その下の教育費県補助金のスクールサポートスタ

ッフ配置支援事業補助金、これはどういう事業なんでしょうか。事業の説明をお

願いします。また、その下の運動部活動指導員配置促進事業補助金についても、

この運動部の部活の活動補助金のどういう使い方をなさるのか説明してくださ

い。 

 そして、１３ページは、款１８繰入金で、目１の財政調整基金繰入金を減額修

正しておられます。半期ぐらいたってきたので減額もあり得るかなと思うんで

すが、この減額はどういう見込みの減額なのか説明してください。 

 その下１４ページで、同じ繰入金の目５０で、減債基金繰入金、この減債基金

繰入金で、３,６２３万９,０００円の今回繰入れをされるんですけれども、これ
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はどういうことでこういう繰入れがされるのか説明してください。 

 そして、次は１７ページ。１７ページ歳出のところで、これも目１２の財政調

整基金、ここで補正が２億１,５９２万、今回、積立金ということで増額補正を

されておりますが、補正に至るこの積立金の原資は何なんだろうということで、

説明してください。 

 そして、１８ページ、項２の児童福祉費の目１児童福祉総務費で、１８番負担

金補助金及び交付金のところで、宿舎借り上げ支援事業補助金、保育環境改善等

事業補助金、保育士等奨学金返還支援事業費補助金。その下に物価高騰対策支援

金９３万７,０００円。それぞれについて、内訳を、人数なり対象なり、概要だ

け教えてください。 

 ２０ページの款８土木費、項２道路橋梁費の中で、目２の道路橋梁費、今回、

工事請負費が、６,５９９万８,０００円とあります。４つ、この説明があります

が、概要、場所等説明してください。 

 次は２２ページの歳出の款１１公債費、目１の元金。ここで、今回、繰上償還

元金ということで補正が、増額補正が上がっておりますが、対象の繰上償還元金

というのは、何年度、何なのか。今年度、この繰上償還というのは、まだ、今年

度はどのくらいしようと想定しておられるのか。財政の中で、出てくると思うん

ですけれども、当初の１億７,０４３万６,０００円から今度２億円の繰上償還

をなさるんですが、プラス増額で。見通しだけ聞かせてください。 

 続きまして、議第５９号令和６年度豊郷町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第２号）では、６ページ、歳入の方では、款７諸収入、目２の返納金、返納

金が５０３万４,０００円の増額ですよね。１だけ口を開けてた、その理由ね。

返納金が生じた理由。また、保険給付費等返還金、保険給付費等返還金５４４万、

これについても、内訳を説明していただきたいと思います。 

 そして、歳出の方で、関連すると思うんですけど、款６諸支出金で、目２の保

険給付費等交付金償還金、県支出金返還金、この１,１３３万２,０００円の内訳、

いつの償還になるのか、説明してください。 

 続きまして、議第６０号令和６年度豊郷町介護保険事業特別会計補正予算

（第２号）におきましては、５ページにあります、５ページの歳入の款４支払基

金交付金のところで目１介護給付費交付金、過年度分２２６万４,０００円。介

護給付費交付金ということで、この過年度分ですが、これはいつのことなんでし

ょうか。過年度分は何年分の、幾らか。ほかに重複して年度をまたいでいるのか、

理由を説明してください。 

 そして、６ページに、歳出の方で、款５諸支出金、ここでも目２で償還金とあ
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ります。ここに７１７万１,０００円。県支出金返還金、国庫支出金返還金、診

療報酬支払基金介護給付費交付金返還金と、返還金が、説明載っていますが、こ

れも、何年の返還金、また、返還金に至った理由、こういったのを説明してくだ

さい。 

 次が、議第６１号の令和６年度豊郷町水道事業会計補正予算（第２号）につき

ましては、令和６年度事業会計補正予算計画説明書、資本的収入、２ページね。２

ページのところで出資金ということで、南部配水管布設替詳細設計１００

万７,０００円が出資金の中で減額補正になりましたが、この南部配水管布設替

詳細設計というのは、どういうものなのか。また、この補正で設計費が落ちたみ

たいですが、どういう工事なのか。入札の状況も教えてください。 

 そして、議第６２号令和６年度豊郷町下水道事業会計補正予算（第２号）につ

きまして、これは、７ページ。７ページに、令和６年度豊郷町下水道事業会計予

算予定貸借対照表、その中の負債の部。負債の部で、固定負債の企業債、建設改

良等企業債が、企業債合計９億３,８２０万２,０００円。また、その下の流動負

債、企業債が１億３,４２５万５,０００円、未払費２,１５８万５,０００円、そ

の他の流動負債２,５９４万というのが、流動負債の合計が１億８,１７８万と

いう形で、負債の部で上がっているんですが、負債の部で、企業債、流動負債、

こういうのを合わせると１０億超すんですけれども、これが、企業会計としては

赤字は生じていないわけですが、資産の部で、これを吸収されているのは何なの

か。その辺を説明していただけませんでしょうか。 

 以上、お願いします。 

総務課長兼 

企画振興課長  議長。 

村岸議長  清水総務課長。 

総務課長兼 

企画振興課長  それでは、今村議員のご質疑にお答えをさせていただきます。たくさんいただ

きましたので、もし、抜けているようでしたら、また再質疑で聞いていただけれ

ばと思います。 

 まず、１点目、７ページの起債の変更につきましては、これは事業費の変更に

よるものでございます。 

 続きまして、１０ページの款１０の地方交付税ですけれども、これは本算定が

終わりましたので確定です。今年度につきましては、１２億９ ,３７３

万２,０００円。１２億９,３７３万２,０００円になります。 

 続きまして、１３ページの繰入金の財調のところですけれども、これにつきま
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しては、財源調整によるものです。 

 また、この下の１４ページの減債基金繰入金につきましては、歳出の方でご質

疑をいただいておりました繰上償還の関係の財源として充当するものでござい

ます。 

 それから歳出に行きまして、１７ページ、款２総務費の１２財政調整基金費の

積立金２億１,５９２万円ですけれども、これにつきましては、昨年度の決算が

出ましたので、その繰越しの２分の１と、もう少し余剰が出ましたので、その分

を積み立てるものでございます。 

 そして、最後に２２ページの公債費、款１１公債費のところでございます。こ

れにつきましては、先ほど申し上げました臨時財政対策債の繰上償還というこ

とで、令和３年度に起債しましたものについて据置期間が終了しますので、繰上

償還をさせていただこうというものです。 

 また、先ほど議員が２億が繰上償還というようなご発言もございましたが、繰

上償還につきましては、今のところこの３,６００万ほどを考えておるところで、

それ以外の部分につきまして、２億というものは、通常の償還分も含んでおりま

すので、ご理解をお願いしたいと思います。その他の繰上げにつきましては、ま

た、財政運営を続けていきまして、年度末に向かって様子が分かればまた、検討

をしてまいりたいというふうに思っております。 

 以上です。 

教育次長  議長。 

村岸議長  西山教育次長。 

教育次長  それでは、今村議員のご質疑にお答えします。 

 私の方からは議第５８号の一般会計補正ですけれども、１１ページと１２ペ

ージにわたりまして、子供のための教育保育給付費国庫負担と県費負担の内訳

についてですが、こちらにつきましては、歳出の１８ページの款３民生費、項２

児童福祉費、目２児童措置費の１８負補交の２,０２０万８,４００円のそれぞ

れの国庫負担率と県費の負担率に伴うものでございます。ちなみに国庫負担率

につきまして、２分の１と３歳以上についてつきましては、２分の１、３歳未満

児につきましては、国の方が５８.１６％の負担となっておりますので、それぞ

れの負担率に応じた国費と県費、県費につきましては２分の１というふうにな

っております。 

 続いて、１２ページのスクールサポートスタッフにつきましては、こちら当初

予算の方でも計上の方はしておりますが、今、豊郷小学校と豊日中学校に校務支

援員というのをそれぞれ１名置いておりまして、授業のお手伝いであったりと
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か、用務員的なこともやっていただいているんですけれども、その方に対する国

費の方で内示額が増えましたので、４９万４,０００円増額の補正の方をしてお

ります。運動部活動指導員の配置促進事業費補助金につきましては、こちらにつ

きましては、部活動の地域移行分で、今、豊日中学校の方で部活動の地域移行の

方やっておりますが、それの県費の方の内示の方をいただきましたので、今回増

額の方、補正の方をしております。 

 続いて、歳出１８ページの目１児童福祉総務費の負補交のそれぞれの内容を

ということでございますが、まず、宿舎借り上げにつきましては、こちらは今、

当初予算で５万５,０００円を上限に、対象者３名の方を計上しておりましたが、

保育士確保の枠の拡大ということで、補助率の方を１万円引き上げて６

万５,０００円、対象者数を１名増額した分で、事業費の方を追加の補正の方を

しております。保育環境改善等事業補助金につきましては、こちらの崇徳保育園

さんの使用済みのおむつの方を今まで持ち帰っていただいておりましたが、今

現在自園処理の方をしておいていただいておりますので、それに伴う費用増加

分として、１人３００円の３歳未満児については、通年分として２７名分、３歳

児につきましては、大体おむつが取れるのが４か月ということで、１５名分４か

月のそれぞれ３００円を補正の方をしております。保育士等奨学金返還支援事

業費補助金につきましては、保育士の奨学金の枠の拡大ということで、これま

で１２万円であったものを２４万円まで枠の拡大を行いまして、さらに補助率

の方が２分の１の方をやっておりましたけども、今年度からは４分の３に拡大

をするのと、こちらの予算の方には反映はされておりませんが、過去３年、これ

までは３年間、補助の方をするというのを５年に延長しておりまして、それの追

加の分の補正の３６万円を計上しております。あと、物価高騰対策支援金につき

ましては、給食、物価高騰、食料品の価格が高騰しておりますので、給食費副食

費の値上げを行わず保育を提供されている保育園、町内限定にはなりますが、崇

徳さんに対して、支援金の方を支給する予定をしております。こちらにつきまし

ては、県の方の補助がありますので、その県の補助金として１人当た

り１,０６２円掛ける５７名分で１年間分と、副食費を免除される方もおられま

すので、こちらにつきましては３００円、他の補助金、県費の補助金の方があり

ますので、７６２円を２３名分で１２か月分の補正の方を計上しております。 

 以上です。 

地域整備課長  議長。 

村岸議長  山田地域整備課長。 

地域整備課長  それでは、私の方から、２０ページの款８土木費、目２道路橋梁費、節１４工
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事費の場所ということですので、順次説明していきます。字要望道路整備事業で

す。八目の里道と高野瀬の里道を予定しております。 

 次に、町道路整備事業です。豊郷停車場豊小線道路改良工事、第１工区として、

西山繊維さんの前の道路の側溝の暗渠化、次に、石畑雨降野線道路改良工事、こ

れは雨降野の宝来鉄工所から近江園芸側へ向かっての道路改良です。 

 次に、旧八号線２舗装工事で、豊会館から浦部石材の方へ向かっての舗装の打

ち替えを予定しております。 

 次に、旧八号線３道路改良工事、これは日栄郵便局前の側溝を、県道敷でそこ

の前の方が下がってくれた分の県の工事の後の続きの道路側溝を町でやるとい

うことでございます。 

 次に、雨降野舗装工事で、円城寺の境のところに５件ほどの分譲地があるんで

すけれども、そこの舗装が陥没しておりまして、今回、道路の寄附をいただきま

したので、そこの舗装工事を行います。 

 次に、旧八号線１横断水路改修工事で、四十九院のちょうど、何て言ったらい

いですか、古川機工商会の前の水路が大分傷んでおりますので、そこの工事でご

ざいます。 

 次に、交通安全施設整備事業費としまして、外測線が大分消えておりますので、

その分、外測線を３.５キロ引くということで増額しております。 

 次に、公共施設等適正管理事業費としまして、これは舗装の点検をした後に悪

いところの舗装をやりかえるのに補助がつく舗装工事なんですけれども、今回

予定したところがあったんですけれども、来年度に鉄塔のやり替えがありまし

て、一部その舗装を通るということが分かりましたので、舗装の場所をちょっと

変えました。６年度の予定としては、沢下枝線、天稚彦神社の西側のところ、高

野瀬団地連絡線、防災倉庫付近、法養寺線に場所を変えております。計画内容の

舗装幅が平均値を取って申請していたので、実際工事するところは６.４メート

ルから６.５メートル、実際するところはちょっと広いところですので、その分、

面積が６６２.５平米増えていますので、その分の工事費の増加となっておりま

す。 

 以上です。 

医療保険課長  議長。 

村岸議長  小西医療保険課長。 

医療保険課長  今村議員のご質疑にお答えいたします。 

 第５９号国民健康保険特別会計でございます。６ページ、款諸収入、項２雑入、

返納金でございます。５３０万３,０００円につきましては、遡及して資格喪失
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をされました医療費７割分を加入されていました保険者より返還いただくもの

として計上しております。 

 続きまして、保険給付費等の返還金で５４４万円でございます。こちらにつき

ましては、令和６年２月診療費につきましては、概算による支払いをしておりま

すので、精算により返還をいただくものでございます。 

 引き続きまして、款６諸支出金の県支出金返還金でございます。先ほど申し上

げました普通交付金の返還金５４４万円、ならびに資格喪失後の保険者の調整

に伴います返還されてきたもの、令和６年度に歳入されるもの５３０

万３,０００円、ならびに、先ほど申し上げました２月診療分の精算による返還

の分５４４万円。また、普通交付金の償還金としまして、令和４年度に収入して

いるものにつきまして、返還させていただきます。また、令和５年度返還金とし

て収入させていただきました分につきまして、交付金、療養給付費の負担金とし

て収入しているものを返還させていただきます。ならびに、令和５年度特別調整

交付金として実績に伴います返還分、４９万５,０００円を上げております。い

ずれにいたしましても、県の方に支出の方をさせていただきます。 

 引き続きまして、議第６０号介護保険特別会計でございます。５ページ、支払

い基金の交付金、介護給付費交付金過年度分につきましては、令和５年度の給付

に伴います実績に伴います歳入でございます。６ページ、諸支出金、２２償還金

利子及び割引料７１７万１ ,０００円でございます。県支出金返還金５１１

万６,０００円につきまして、ならびに、国庫支出金返還金１５０万４,０００円、

診療報酬支払基金介護給付費交付金返還金５５万１,０００円。いずれにいたし

ましても、令和５年度の実績に伴います返還金でございます。 

 以上でございます。 

上下水道課長  議長。 

村岸議長  中山上下水道課長。 

上下水道課長  すいません、今村議員のご質疑にお答えいたします。 

 私の方は第６１号令和６年度豊郷町水道事業会計補正予算の方でございます。

先ほどお話がありました、２ページ目の１００万７,０００円のところの南部配

水管布設替詳細設計という工事の概要なんですが、中学校の隣、新幹線側の方に

南部浄水場があるのですが、そちらの配水管を耐震管の補強をするために、工事

を、設計を組むものでございます。そちらの入口辺りから近江鉄道を越えまして、

豊郷川を越えた辺りまでのところに耐震補強をする設計を現在組んでおります。 

 続きまして、第６２号令和６年度下水道事業会計補正予算（第２号）のご質疑

です。こちらの方の７ページ、先ほどの負債の部というところで、ご指摘があり
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ましたとおり、企業債のところの建設改良工業債というところで今回７８０万

のところを前回の予算より減っております。こちらの受けているところなんで

すが、こちらにつきましては、入りのところは、６ページの現金の方のところで

調整をしているところでございます。これの工事の内容につきましては、雨水管

理総合計画ならび浸水想定区域図の作成に伴うものでございます。 

 以上です。 

村岸議長  ほかに質疑ありませんか。 

議  員  なし。 

村岸議長  ないようですから、これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 会議規則第３９条の規定により、議第５８号令和６年度豊郷町一般会計補正

予算（第３号）を予算決算常任委員会に、議第５９号令和６年度豊郷町国民健康

保険事業特別会計補正予算（第２号）、議第６０号令和６年度豊郷町介護保険事

業特別会計補正予算（第２号）を文教民生常任委員会に、議第６１号令和６年度

豊郷町水道事業会計補正予算（第２号）、議第６２号令和６年度豊郷町下水道事

業会計補正予算（第２号）を総務産業建設常任委員会に付託いたしたいと思いま

す。 

 これにご異議ありませんか。 

議  員  異議なし。 

村岸議長  異議なしと認めます。よって、議第５８号を予算決算常任委員会に、議第５９

号、議第６０号を文教民生常任委員会に、議第６１号、議第６２号を総務産業建

設常任委員会に付託することに決しました。ご審議のほどよろしくお願いいた

します。 

 日程第２０、議第６３号令和５年度豊郷町一般会計歳入歳出決算認定につい

てから日程第２５、議第６８号令和５年度豊郷町下水道事業会計決算認定につ

いてまでを一括議題といたします。 

 町長、提案理由の説明を求めます。 

伊藤町長  はい、議長。 

村岸議長  町長。 

伊藤町長   議第６３号令和５年度豊郷町一般会計歳入歳出決算認定についてから議

第６８号令和５年度豊郷町下水道事業会計決算認定についてまでを一括してご

説明申し上げます。令和５年度豊郷町一般会計歳入歳出決算、各特別会計歳入歳

出決算及び各公営企業会計決算の認定を求めることについては、別冊のとおり

であり、地方自治法第２３３条第３項の規定及び地方公営企業法第３０条第４
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項の規定により議会の認定を求めるものであります。各会計の決算の内容につ

きましては、既に議員各位に配付させていただいております令和５年度決算概

要ならびに令和５年度主要施策の概要により説明にかえさせていただきます。

この後、担当課長から補足説明をいたします。どうぞご審議のほどよろしくお願

い申し上げまして、提案説明といたします。 

会計管理者  議長。 

村岸議長  馬場会計管理者。 

会計管理者  ただいま町長から提案説明のございました議第６３号から議第６６号までの

各議案につきまして、地方自治法第２３３条第１項及び同法施行令第１６６条

ならびに同法施行規則第１６条及び第１６条の２の規定により調製をいたしま

したので、その決算の概要につきまして、ご説明申し上げます。 

 まず、議第６３号令和５年度豊郷町一般会計歳入歳出決算についてご説明申

し上げます。決算書の９ページをご覧ください。令和５年度一般会計における歳

入合計額は６０億２,２４８万５,８２６円となりました。次に、１２ページをご

覧ください。歳出合計額は５６億６,８５８万５,１７４円となり、歳入歳出差引

き残額は、３億５,３９０万６５２円となりました。 

 次に、１７１ページをご覧ください。１７１ページには実質収支に関するもの

でございます。先ほどの歳入歳出総額、また、差引き総額が記載されております。

このうち翌年度に繰り越すべき財源２,２０６万２,０００円を差し引きますと、

実質収支額は３億３,１８３万８,６５２円の黒字となります。 

 次に、前年度と比較して大きく変動のあったものや特色ある事業について、歳

入歳出決算事項別明細書をもとに説明をさせていただきます。ページが前後す

ることもございますことをあらかじめご了承ください。 

 １５ページをご覧ください。款１町税でございます。令和５年度の町税調定総

額 は １ ０ 億 ３ ,１ ４ ６ 万 ２ ,１ ３ ４ 円 で 、 収 入 済 額 は １ ０ 億 １ ,０ ４ ５

万３,２３８円。不納欠損額は１０５万８,２６６円。収入未済額は１,９９５

万６３０円となりました。収入済額は昨年に比べて１.５％増額しております。 

 次に、１７ページをご覧ください。款５株式等譲渡所得割交付金、項１株式等

譲渡所得割交付金におきましては、５４５万６,０００円の交付があり、昨年度

より２１７万７,０００円の増額。前年比６６.４％の増となっております。こち

らにつきましては、長期で株式を保有している方の民間投資が増加したためで

す。 

 次に、２１ページをご覧ください。款１２分担金及び負担金、項２負担金、目２

土木費負担金、節１道路橋梁費負担金につきましては、７９.３％の増となって
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おります。こちらにつきましては、令和３年度、４年度同様、歌詰橋整備工事に

かかる愛荘町負担金分による増でございます。 

 ５１ページをご覧ください。款２１町債につきましては、令和４年度では一旦

町債の発行は減少したのですが、令和５年度には豊郷小学校旧校舎群保存及び

周辺整備工事事業に係る地方活性化事業債の発行が１億５,１００万円。歌詰橋

整備工事、また、道路整備工事に係る緊急自然災害防止対策事業債の発行が、１

億３９０万円などにより、昨年度より１億５ ,４６３万９ ,０００円、率にし

て８０.１％の増となりました。 

 次に、歳出についてご説明させていただきます。７０ページをご覧ください。

款２総務費、項１総務管理費、目１６旧校舎管理費、節１４工事請負費では豊郷

小学校旧校舎群に係る防水工事、外壁の洗浄、廊下の補修等や旧校舎群と本庁を

内線でつなぐなどの整備工事を行いました。 

 １１９ページをご覧ください。款６農林水産業費、項１農業総務費、目３農業

振興費、節１８負担金、補助金及び交付金では、令和４年度からの繰越し事業で

あります担い手確保・経営強化支援事業補助金を３経営体に補助しました。 

 １２４ページをご覧ください。款７商工費、項１商工費、目１商工振興費、

節１２委託料では、電気、ガス、食料品等価格高騰支援として、各世帯に２万円

の商品券の配布を実施いたしました。 

 １２９ページをご覧ください。款８土木費、項２道路橋梁費、目２道路橋梁費、

節１４工事請負費では、令和４年度から着手しました歌詰橋の本体工事が完了

いたしました。 

 １５６ページをご覧ください。款１０教育費、項３中学校費、目３学校整備費、

節１４工事請負費では、体育館の照明を水銀灯からＬＥＤ照明への改修と空調

設備改修を行いました。令和３年から３か年かけて、町内の小中学校の体育館は

全て水銀灯からＬＥＤ照明となりました。 

 １７０ページをご覧ください。款１１公債費につきましては、昨年よ

り３９.１％増となっております。学校教育施設等整備事業債の繰上償還金の返

済を行ったためです。 

 なお、決算の具体的内容における歳入の事項別明細は、１５ページから５３ペ

ージに、また、歳出につきましても、５５ページから１７０ページにわたり、款

別に順に記載しておりますので、ご覧いただきますようにお願いいたします。さ

らに、決算書の１７２ページには公有財産の土地及び建物の令和５年度中の増

減を、１７３ページには物件と出資に係る権利状況を、１７４ページには基金の

年度末現在高を、１７５ページには１００万円以上の重要物品をそれぞれ記載
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しておりますので、ご参照いただきたいと思います。 

 引き続きまして、議第６４号令和５年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算についてご説明申し上げます。 

 １８２ページをご覧ください。令和５年度国民健康保険事業における歳入合

計額は８億７,４８５万９,１９８円となりました。次に、１８４ページをご覧く

ださい。歳出合計額は８億７,１６４万２,４１０円となり、歳入歳出差引き残額

は、３２１万６,７８８円となり、２０５ページの実質収支と同額となっており

ます。 

 歳入歳出の主なものをご説明させていただきます。１８１ページにお戻りく

ださい。歳入の主なものといたしましては、款１国民健康保険税が１

億２,２６６万７,４７３円。款３県支出金が６億３,５４２万５,３６９円とな

っており、歳入全体の８６.６％を占めております。 

 また、歳出における主なものといたしましては、１８３ページ、款２保険給付

費が６億１ ,９０６万４ ,９６０円。款３国民健康保険事業費納付金が２

億９８８万２,２２０円となり、歳出全体の９３.８％を占めています。国民健康

保険の加入世帯につきましては、９９９世帯で、昨年より４０世帯減少しており

ます。被保険者につきましても、１,６０７名と昨年より１０４名減少しており

ます。 

 一般会計同様、決算の具体的内容における歳入の事項別明細は１８７ページ

から１９３ページに、また、歳出につきましても１９５ページから２０３ページ

に款別に順に記載しておりますので、ご覧いただきますようお願いいたします。

さらに、決算書の２０６ページには財産に関する調書をそれぞれ記載しており

ますので、ご参照いただきたいと思います。 

 引き続きまして、議第６５号令和５年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算

についてご説明申し上げます。 

 ２１２ページをご覧ください。令和５年度介護保険事業における歳入合計額

は７億１,２８４万３,８１３円となりました。次に、２１４ページをご覧くださ

い。歳出合計額は７億３５１万６ ,３３８円となり、歳入歳出差引き残額

は、９３２万７,４７５円となり、２４１ページの実質収支額と同額になってお

ります。 

 歳入歳出の主なものをご説明させていただきます。２１１ページにお戻りく

ださい。歳入の主なものといたしましては、款１介護保険料が１億４ ,５７０

万８,１８０円、款３国庫支出金が１億３,５５５万６,９０９円、款４支払基金

交付金が１億６,５７４万５,０００円となっております。 
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 次に、２１３ページをご覧ください。歳出における主なものといたしましては、

款２保険給付費が６億１,８５１万６,３２７円となっております。そのうち居

宅介護系サービス給付費が３億７,６３４万５,０９６円、施設介護系サービス

給付費が２億４,１３３万２,６６５円となっております。介護保険第１号被保

険者は２ ,００６名で、そのうち要介護・要支援認定者は４０９名、認定率

は２０.４％とほぼ横ばいとなっております。 

 一般会計同様、決算の具体的内容における歳入の事項別明細は２１７ページ

から２２３ページ、また、歳出につきましても２２５ページから２４０ページに

わたり順に列記しておりますので、ご覧いただきますようお願いいたします。さ

らに、決算書の２４２ページには財産に関する調書をそれぞれ記載しておりま

すので、ご参照いただきたいと思います。 

 引き続きまして、議第６６号令和５年度後期高齢者医療事業特別会計歳入歳

出決算についてご説明申し上げます。 

 ２４７ページをご覧ください。令和５年度後期高齢者医療事業における歳入

合計は、８,２２７万５,９２２円となりました。次に、２４８ページをご覧くだ

さい。歳出合計額は同額の８,２２７万５,９２２円となっております。 

 歳入歳出の主なものをご説明させていただきます。先ほどの２４７ページに

お戻りください。歳入の主なものといたしましては、款１後期高齢者医療保険料

が５,６１８万２,９２７円となっております。歳出における主なものといたし

ましては、２４８ページをご覧ください。款２後期高齢者医療広域連合納付金

が７,５０１万１,８８０円となっております。被保険者から納付された保険料

を滋賀県後期高齢者医療広域連合に納付しているものでございます。後期高齢

者医療保険の被保険者数は９５６名で、昨年より４３名増加しております。保険

給付や保険料の決定などは、滋賀県後期高齢者医療広域連合が担い、町において

は保険料徴収を行っておりますが、徴収率は９９.７２％でございました。 

 一般会計同様、決算の具体的内容における歳入の事項別明細は２５１ページ

から２５３ページ、歳出につきましても２５５ページから２５６ページに款別

に順に記載しておりますので、ご覧いただきますようにお願いいたします。 

 以上をもちまして、議第６３号から議第６６号までの４議案につきましての

決算概要を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し

上げます。 

上下水道課長  議長。 

村岸議長  続いて、中山上下水道課長。 

上下水道課長  私の方からは、議第６７号令和５年度豊郷町水道事業会計決算認定について
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ご説明いたします。この決算は地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づき

認定をお願いするものです。 

 それでは、水道事業会計の決算概要についてご説明いたします。１ページ目を

お願いします。経理状況は、水道事業収益４億９,２３６万１,２８３円に対し、

費用は４億９,１７８万２,０３９円となり、２ページ目、資本的収支につきまし

ては、収入額１億４,０５３万２,４８０円、支出額２億２,９８８万６,２２３円

で、不足する額８,９３５万３,７４３円は当年度消費税及び地方消費税資本的

収支調整額７４３万５１円、当年度損益勘定留保資金６,５１６万６,００７円、

引継ぎ金１,６７５万７,６８５円で補塡しました。 

 事業収益では、前年度と比較しますと２,５８０万２,２１９円の増、事業費用

としましては、前年度と比較しますと３,１１６万２,７１１円の増となりまし

た。これは特別損益として受贈財産の資産整理、過年度分の収益額を修正したた

めです。資本的収入では、前年度と比較しますと６,９７５万６,０４９円の増、

資本的支出については、前年度と比較し、９,６００万２,４４４円の増となりま

した。これは北部浄水場自家発電装置更新工事、北部配水管布設工事などの実施

に伴い、企業債として水道事業債の借入れをしたため、収入の増、本工事などの

実施により支出の増によるものです。 

 ３ページをお願いします。損益計算書では、当年度純損失６８７万５,７１６

円となりました。 

 ６ページ、７ページをお願いします。貸借対照表では、水道事業の総資産額

は１８億３,４７８万８,２９３円。負債合計１６億５,６４６万７,７３５円で、

資本合計は１億７,８３２万５８８円となり、負債資本合計は１８億３,４７８

万８,２９３円となります。 

 １４ページ、令和５年度水道事業会計の経営状況は、一般用、営業用、官公庁

用など合わせて給水人口６,６０６人、給水戸数２,５０３戸、総配水量は７８

万７,９３５立米の給水を行いました。令和４年度と比較しますと、給水人口

は１２人の減、給水戸数は２２戸の増、総配水量は２万１０１立米の減、有収水

量は５.０４％の減となりました。 

 １７ページ、１８ページ、建設改良費水道改良工事の概況は一覧のとおりでご

ざいます。 

 ２０ページをお願いします。企業債の概況としましては、令和４年度末で９

億４ ,３５０万２ ,２２６円となっておりましたが、令和５年度におい

て９,８６０万２,３２３円を償還し、新たに６,１３０万を借り入れた結果、令

和５年度末残高は９億６１９万９,９０３円となりました。 
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 続きまして、議第６８号令和５年度豊郷町下水道事業会計決算についてご説

明いたします。こちらも豊郷町下水道事業会計も、地方公営企業法第３０条第４

項の規定に基づき、認定をお願いするものです。 

 それでは、下水道事業会計の決算概要についてご説明いたします。１ページ、

下水道事業収益４億９ ,３３８万８ ,４００円に対し、費用は４億３４４

万７,４１５円となり、２ページ、資本的収支では、収入額５,８８０万６,５９９

円、支出額１億８,１１９万５,６０９円で、不足額１億２,２３８万９,０１０円

は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額１１６万２,７５１円、当年度

損益勘定留保資金１,０９０万１,９７６円、利益余剰金８,３２１万４,２５７

円、引継ぎ金２,７１１万２６円で補塡をしました。 

 事業収益は、前年度と比較しますと１億７,３４０万３,１８３円の増となり、

事業費用では前年度と比較しますと１億３５８万１ ,６６１円の増となりまし

た。これは特別損益として受贈財産の資産整理、過年度分の収益額を修正したた

めです。 

 ３ページ目、損益計算書では、当年度純利益８,３２１万４,２５７円となりま

した。 

 ６ページ、貸借対照表では、下水道事業の総資産額は４７億６ ,４２４

万５ ,１９５円、負債合計３９億３ ,４８２万１ ,３９７円で、資本合計は８

億２,９４２万３,７９８円となり、負債資本合計４７億６,４２４万５,１９５

円となりました。 

 １７ページ、令和５年度下水道事業会計の経営状況は、処理区域内人

口７,１３８人に対し、水洗化人口６,７４７人、水洗化率９４.５２％、処理水

量は１０１万６ ,５７８立米となり、令和４年度と比較しますと水洗化人口

は２８人増加し、水洗化率は０.８８％増加しました。処理水量は３,７１３立米

の増となり、処理水量と有収水量の差、不明水は１６万７,１８３立米となりま

す。 

 １８ページ、２１ページ、企業債の概況は、令和４年度末におきまして、１３

億１８５万３,３１７円となっておりましたが、令和５年度に１億４ ,４２０

万９,４６０円を償還し、新たに２,０５０万は借り入れた結果、令和５年度末残

額は１１億７,８１４万３,８５７円となりました。 

 以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

村岸議長  次に、監査委員の審査報告を求めます。 

監査委員  議長。 

村岸議長  前田広幸君。 
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監査委員  監査報告をいたします。 

 町長より提出されました令和５年度豊郷町一般会計歳入歳出決算書をはじ

め、３特別会計決算書、公営企業会計決算書の各事業会計決算書ならびに決算附

属書類、各基金の運用状況報告書について、本年８月６日から８月８日までの３

日間にわたり、各担当課に説明を求め、監査を実施いたしました。 

 監査では、各会計決算書及び帳簿等が関係法令に準拠して調製されているか。

財政運営は健全化、財産の管理はどうか。予算が適正かつ効率的に執行されてい

るか。また、関係諸帳簿及び証拠書類との照合等に加えて、監査調書に基づき、

債権管理、委託業務、補助金、起債、基金の管理状況など、重点的に審査し、そ

の結果、審査に付された各会計はともに関係法令に準拠して作成されており、決

算計数は会計諸帳簿及び証拠書類と照合した結果、誤りのないものと認められ

ましたので、ご報告いたします。 

 なお、各決算内容については、審査意見書の記載をご覧いただきたいと思いま

す。今回の決算を踏まえ、本町の財政状況は依然として厳しい状況にあります。

このことから、予算計上した事業の内容や目的について、十分に理解を深めると

ともに、住民への説明責任をしっかりと果たしながら、必要に応じた計画の変更

や、報告の徹底など、業務改善と責任ある事業執行を行い、健全な財政運営の確

立に向け、厳しい状況を改めて正しく再認識した上で、合理化と経費の削減に努

め、より一層の公平公正な調書及び条例等に基づく適正な実務実施に努められ

たい。 

 最後になりますが、第５次豊郷町総合計画に係る中間公表が公表されていま

す。こうした結果を踏まえ、住民の期待に応える行政サービスが推進されること

を強く求め、令和５年度会計決算における監査報告といたします。 

村岸議長  ご苦労さまでした。 

 これより、審査意見について質疑を行います。質疑はありませんか。 

議  員  なし。 

村岸議長  次に、各会計の歳入歳出決算認定について、質疑を行います。質疑は一括して

行います。質疑はありませんか。 

河合議員  議長。 

村岸議長  １１番、河合議員。 

河合議員  それでは、令和５年度豊郷町一般会計歳入歳出決算書について、１項目だけち

ょっとお尋ねいたします。ページ６６の歳出の目１０地域づくり推進事業費、そ

こで、役務費、役務費の手数料で、私、これ相当な桁違いで１００万と思った

ら、２億９,７１９万２,７５１円でございます。これ、ざっくりと手数料と書い
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てあるけれども、もうこれ決算ですので、この金額に対して中身の明細をしっか

りと出してほしい。今ここで無理だったら、予算決算に付託されるので、その席

で、何に何を出したのか、それをお示しを願いたいと思います。 

総務課長兼 

企画振興課長  議長。 

村岸議長  清水総務課長。 

総務課長兼 

企画振興課長  それでは、河合議員のご質疑にお答えをさせていただきます。 

 ６６ページ、地域づくり推進事業費の役務費、手数料二億九千七百幾らにつき

ましては、ふるさと納税に関する手数料でございます。詳細につきましては、今、

概略を申し上げておきますと、そのうち、返礼品、ふるさと納税に対する返礼品

として、１億２２７万３,７７０円、それから中間業者に対しまして支払ってお

ります手数料が１億４,０００万程度、それから各支払いサイトに支払っており

ますのが、残り５,０００万程度ということですので、また、詳細につきまして

は、予算決算委員会の方でお話をさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

河合議員  議長。 

村岸議長  河合議員、再質問。 

河合議員  今、課長の説明よく分かりましたので、詳細明細はしっかりと。 

 私、何年か前にも、この制度が、ふるさと納税について、ちょっと私、何年か

前にも、いろんな項目ありました。米、肉とかね。ああいうような資料を頂きま

した。そういうようなものをちょっと提出願いたいと思います。 

 それと、４０ページの総務費の給付金の中でのふるさと応援給付金、これ

が４２億２,０００万。４２億２,２００万か、なっていますよね。これからこれ

を差し引くと、残にしたら１億２,５００万ほど。これが実質の利益でしょう。

そうでしょう。住民さんはこれを単なる４億２,０００万というとね。豊郷町４

億２,０００万あったかなというような変な誤解をするか分からんので、やっぱ

り出たものは出たものではっきりとお示しをして、残ったのが１億２,５００万

やと、そういうふうな発想をしてもらわんと、何か豊郷町、いかにもお金がある

みたいで、やっぱり要るものは、出たものは出たものではっきりとお示しすると

いうことをちょっと、我々にもこの手数料のは何の意味かも分からないから、金

額的にね。何に対してどれが出たのかということを一遍、商品ごとにああいうふ

うな資料を提出をお願いしたいと思います。 

総務課長兼 
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企画振興課長  議長。 

村岸議長  清水総務課長。 

総務課長兼 

企画振興課長  それでは、河合議員の再質疑にお答えをさせていただきます。 

 議員ご指摘のとおり寄附額から手数料引いた分が、簡単に言いますと町に入

ってくる黒字の部分ということで、議員のご理解、そのとおりございます。また、

ご依頼のありました明細につきまして、商品ごとということでもございました

けれども、いろいろ商取引に関して秘密にせなあかん部分とかもありますので、

出せる範囲でちょっと出させていただきたいと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。 

村岸議長  ほかにありませんか。 

今村議員  はい、１２番。 

村岸議長  １２番、今村恵美子議員。 

今村議員  私は、議第６３号令和５年度豊郷町一般会計歳入歳出決算と、議第６５号令

和５年度豊郷町介護保険事業特別会計歳入歳出決算のところで、２点だけ質問

させてください。 

 一般会計の方は６０ページです。６０ページの歳出の目の２の文書広報費、こ

こで、１２番委託料で、需用費も兼ねて、町広報の問題なんですが、以前に、個

人に配付、郵送で配付していた町広報は廃止して、スマホの電子回覧板みたいな

のを作られるというのは聞いていたんですが、この広報と広報に入っているい

ろいろな、いろんな給付のそういう案内とか何日までとかいろんなああいう資

料は、その個人配付されていた方には、どういうルートで入っていくのか。広報

は役場の玄関に置いてあるからいつでも取りに来てくださいとおっしゃってい

ただいているんですが、そこの中に入っている個人に関するチラシなんかは、ス

マホ持っている人やったらそれでまた電子回覧板見たら分かるかもしれないん

ですが、ガラケーの、特に高齢者の方が何かそういうので不便を感じる人が現に

おられますが、こういった人たちの町のお知らせが、やっぱり行き届くようなや

り方というのもできないのかなというのでちょっと、町の今の取組をお聞かせ

願いたいと思っています。 

 それと次は、介護保険の方は、２３９ページです。２３９ページで、歳出の方

なんですが、これでここにも、先ほど令和６年の当会計の補正でも上がっており

ましたが、目５の諸支出金の中で、目２の償還金。先ほど課長の方から、令和６

年度の補正では、内訳上がっている分はお聞きしましたが、この決算は、令和５

年度決算ですよね。ですから、この県支出金返還金９８２万８,９６３円、また、
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国庫支出金返還金５２０万５,５９２円、診療報酬支払基金介護給付費交付金返

還金３１１万６,２８５円。これは何年度の返還金か、また、その返還になると

いうことは、事業が、予算事業としては減っているということだと思うんですが、

このことの説明をしていただきたいと思います。お願いします。 

総務課長兼 

企画振興課長  議長。 

村岸議長  清水総務課長。 

総務課長兼 

企画振興課長  それでは、今村議員のご質疑にお答えをさせていただきます。 

 一般会計の決算で、６０ページ文書広報費に関連してご質疑をいただきまし

たけれども、広報を郵送で送らなくなった経緯につきましては、議員もご承知や

とは思います。また、チラシに関して、広報と同時に配付されるチラシに関して

ですけれども、これにつきましては、広報が郵送されていた時代から同封はして

おりませんでしたので、それについては、取扱いは従来から変わっていない形に

なります。非常に大事な部分、お知らせ等になりますと、該当者が限られる場合

は該当者に直接全員に郵送する等の対応を各課が取っておりますので、今後と

も皆さんにタイムリーにいろいろ事業をお知らせしていきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

医療保険課長  議長。 

村岸議長  小西医療保険課長。 

医療保険課長  今村議員のご質疑にお答えさせていただきます。 

 介護保険事業特別会計の決算でございます。こちらの償還金利子及び割引

料１,８１５万８４０円につきましては、備考欄に書いておりますように、県、

国、診療報酬支払基金にそれぞれ令和４年度給付費等にかかります交付金にか

かります実績報告に伴う返還分でございます。 

 以上です。 

村岸議長  ほかに質疑ありませんか。 

議  員  なし。 

村岸議長  ないようですから、これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 会議規則第３９条の規定により、議第６３号令和５年度豊郷町一般会計歳入

歳出決算認定についてを予算決算常任委員会に、議第６４号令和５年度豊郷町

国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、議第６５号令和５年度
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豊郷町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、議第６６号令和５年

度豊郷町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定についてを文教民生常

任委員会に、議第６７号令和５年度豊郷町水道事業会計決算認定について、議

第６８号令和５年度豊郷町下水道事業会計決算認定についてを総務産業建設常

任委員会に付託したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

議  員  なし。 

村岸議長  異議なしと認めます。よって、議第６３号を予算決算常任委員会に、議第６４

号、議第６５号、議第６６号を文教民生常任委員会に、議第６７号、議第６８号

を総務産業建設常任委員会に付託することと決しました。ご審議のほどよろし

くお願いいたします。 

 日程第２６、発議第５号豊郷町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正

する条例案を議題といたします。 

 河合勇議員、提案理由の説明を求めます。 

河合議員  議長。 

村岸議長  河合議員。 

河合議員  それでは、議会議員定数の削減の提案説明をいたします。 

 私は、先の６月定例会において、私の任期中は定例会ごとに、毎回議員定数の

削減を提案すると宣言をいたしました。これまでから議員改革の必要性がある

との主張を繰り返しております。皆さんも議会がこのままでよいとは考えてい

ないのではないでしょうか。 

 繰り返し提案しますが、これは有権者の関心が薄れているからです。前回も私

の提案について、住民サービスが行き届かないとか、議員を減らせば十分な議論

ができないとか、定数削減をする気がないから屁理屈を言う。甲良町、多賀町が、

議員定数を１０人に削減して臨んだ選挙はどうでしたか。投票率が上がった実

績はあるではないですか。何を恐れているんですか。私は先の定例会の提案理由

でも述べたとおり、私自身も、この議会に戻れないかもしれないと発言をいたし

ました。しかし、議会はこのようなことで本当にいいのかと思い、提案をしてい

るものであります。このままの議会では、次回選挙の投票率はどうでしょうか。

日々の議員活動が住民の皆さんから見られておられます。豊郷町議会も変わる

時期が来たのではないでしょうか。繰り返しますが、議員定数１０人にして、候

補者が増えれば、おのずと有権者の関心も高まり、投票率の向上にもつながると

私は思いますが、皆さんはどうでしょうか。口癖に住民さんから負託を云々と言

っているもの、住民さんの負託に応えるため、賛同してはどうですか。強面で口



1－45 

が悪い私ですけれども、全町民さんのために、私は常におのれを忘れず活動をし

ております。議員も人に左右されずに、信念を持っておられるなら、議員定数削

減に賛同できる諸氏は起立をしてはどうですか。私は任期中、毎回定例会に定数

削減を提案してまいります。私は議員定数削減を実施すれば、議会の改選で議会

を大きく変化があると思います。 

 以上です。 

村岸議長  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

議  員  なし。 

村岸議長  ないようですから、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより、発議第５号の討論を行います。討論はありませんか。 

鈴木議員  議長、反対討論。 

村岸議長  討論の申出があります。これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

鈴木議員  議長。 

村岸議長  鈴木勉市君。 

鈴木議員  発議第５号豊郷町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例案に

対する反対討論を行います。 

 町民の皆さんの中には、生活が苦しい、介護保険、国民健康保険税が高いなど

など、切実な声か多数あります。行政が拾い切れない町民の声や要望を拾い、町

政へ提案していく議員の役割は今後も強まりこそすれ、弱くなることはならな

いと思います。議会は憲法の地方自治の原則に基づき、住民から負託を受けた住

民を代表する代議制の機関です。議員はできるだけ多様な層から多様な意見を

持つ多様な議員が選ばれ、議論を尽くし、合議体としての機能を果たすことが求

められています。こうした議会の役割に照らしても、議員定数の削減は議会本来

の機能を弱めることになり、反対といたします。 

村岸議長  次に、本案に対する賛成討論を許します。 

議  員  なし。 

村岸議長  ないようですから、これをもって討論を終結いたします。 

 これより、発議第５号豊郷町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正す

る条例案を採決いたします。 

 賛成の諸君は起立を願います。 

議  員  （起立、少数） 

村岸議長  起立少数であります。よって、発議第５号は、否決されました。 

 日程第２７、発議第６号教員の長時間労働の抜本的改善を求める意見書案を
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議題といたします。 

 本田淸春議員、提案理由の説明を求めます。 

本田議員  議長。 

村岸議長  本田議員。 

本田議員  教員の長時間労働の抜本的改善を求める意見書。教員の長時間労働は深刻で

す。２０２３年４月に文科省が公表した教員勤務実態調査では、持ち帰り業務を

含む平日の勤務時間は、公立小学校教諭で１１時間２２分、同中学校教育で１１

時間３３分となっています。長時間労働が常態化しており、看過できない状況に

あります。こうした状況を反映して、教員志望者が減少している。一方、早期退

職者、病気休職者は増加している。そして、学校現場では、産、育休や病欠者の

代替が確保できない状況が広がっている。教員未配置により残された教員の負

担が増大し、その結果、心身を病む教員が出るという負の連鎖が起こっている学

校も少なくない。これらは教員の勤務条件の問題であると同時に、子供たちの教

育保障に関わる問題であり、子供の未来と国の行く末に甚大な影響を及ぼすも

のである。教員の長時間労働と教員不足の改善に向けて直ちに取り組まねばな

らない。今や一刻の猶予もない。 

 そもそも教員に長時間労働をもたらしている業務は、授業準備であり、校務分

掌業務であることは種々の調査からも明らかである。これらの業務は緊急的、臨

時的に発生するものではなく、言わば教員本務である。それが時間内に終わらな

いということは業務に見合う定数が確保できてないことを意味する。大幅な教

員定数増が求められている。 

 また、１９７１年に成立した公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与に関

する特別措置法、給特法では、公立学校の教員に時間外労働を支給せずに、教職

手当、教職調整額を支給することを定めている。時間外手当を支給しないとなれ

ば、時間外労働を継続する必要がなくなり、労働時間規制が曖昧になることは避

けられない。教員は時間外労働の歯止めがない中で長時間労働を強いられてい

るのである。教員の労働時間を適切に管理し、長時間労働を規制するために、給

特法の見直しは急務といえる。 

 以上から、国において、教員の長時間労働を抜本的に改善し、豊かな学校教育

を実現するために、少なくとも、次の３点について適切な措置を講じることを強

く求めるものである。 

 記 １、学校の業務量に見合った教職員配置をすること。 

 ２、勤務時間の管理と時間外勤務を規制するために教員にも時間外手当を支

給すること。 
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 ３、これらを実現すべく、教育予算を増額すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 以上です。 

村岸議長  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

今村議員  はい、１２番。 

村岸議長  今村議員。 

今村議員  教員の長時間労働の抜本的改善を求める意見書案につきまして、質疑を行い

ます。 

 この意見書部分の説明はお聞きいたしましたが、記として１、２、３の項目を

意見書として上げてほしいということですが、これ、もうちょっとそれぞれ具体

的にどういう中身を要望したいのか、意見書としてしたいのか。実態も即して、

ちょっと説明をしていただけますか。 

本田議員  議長。 

村岸議長  本田議員。 

本田議員  できるだけ端的に答えたいと思うんですが、今、教育関係者が注目しているの

は義務教育標準法の抜本的な改正なんです。義務教育の標準法というの

は、１９５８年につくられたんですが、我々の子供の頃に先生がそんなにばたば

たしてなかったという印象を持っておられると思います。 

 ところが、２００２年から完全週休２日制になりました。これから変わったん

です。このときに国は教員を増やすべきでした。週休２日になっても教える内容

が減らされず、土曜日の授業はどうなったかっていいますと、他の曜日に振り分

けられて、低学年でも午後から授業が、今現在しています。こうして１日５コマ

とか６コマの授業が普通になりました。内容面でも、電子黒板を使った授業が求

められて、子供たちへのタブレットでの指導とか、それから、全国学力テストに

対する対応とか、外国語が３年生から導入されて、５、６年は週２コマが必修な

ど、大きな教育内容で内容的には増してきたんです。 

 こういう中で、文科省の調査でも過労死状態にあるということが認定されて

います。例えば中学校は男女とも３０歳以下では１００時間を超えているとい

う状況です。このような長時間労働は何を呼び起こすかというと、先ほども言い

ましたけれども、メンタル面での病欠者が多くなるということです。例え

ば２０００年ですと１,０００人程度だったんですが、今現在は６,０００人を

超えているんです。毎年これだけの病欠者を出すようになったんです。そういう

点で、代替教員が本当は必要なんですが、代替教員が見つからないという状況な

んです。退職教員が学校から講師になって穴埋めてください、依頼されても、働
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きで働き続けられるわけがないということで断るんです。そうすると穴があい

たままで学校が運営されるものだから、他の先生方がばたばた倒れるという状

況で悪循環が進んでいるんです。 

 今、この状態を放置していくと、今一番現れているのは学生さんです。教員に

なろうとした学生さんが教育実習に行く、その学校が過労のあまり先生が病気

になっているのを見て。こんな状態のところで働きたくないということで、受験

を控えるという状況が広がっています。教員採用枠が倍増しているにもかかわ

らず、受験者数が減少しています。 

 このような状況の中で、放置することは、将来の教育、日本の教育ということ

が崩壊する危機にあるというふうに思います。ぜひこのような状況を改めるた

めにも今、変化すべきだと思います。 

 昨年５月、政府・自民党の特命委員会が、今後小学校高学年から学級担任の持

ちコマを週２時間程度とすることを目指すべきだというように政府の自民党で

もこういう提言が出され、小学校、中学校長からも提言が出されています。蔓延

した時間外労働の歯止めとして、残業代として払うことを求めます。残業代を払

えばコストの関係でやっぱりここに目が行くはずなんです。そういう点で、今私

立や国立の学校の教職員には、きちっと残業代は支払われているわけです。でも、

公立学校は働かせ放題というのが今進んでいるわけです。 

村岸議長  本田議員、簡明に願います。 

本田議員  はい。以上、今後の日本の教育を考える教職員の長時間労働の解消に向けて、

この意見書に賛同いただきますよう、お願いいたします。 

 以上です。 

村岸議長  ほかに質疑ありませんか。 

議  員  なし。 

村岸議長  ないようですから、これをもって質疑を終結いたします。 

今村議員  議長、動議。 

議  員  賛成。 

今村議員  まだ。いいですか、動議。 

村岸議長  動議、出されました。動議の内容。 

今村議員  この問題はもう今日においても大事な問題なので、今議会は、１０月２日まで

の会期の下、委員会も開かれますので、この意見書については、委員会付託を提

案したいと思います。よろしくお願いします。 

村岸議長  ただいま今村議員から議題となっています発議第６号を文教民生常任委員会

に付託することの動議が提出されました。この動議は所定の賛成者があります
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ので、成立いたしました。 

 発議第６号を文教民生常任委員会へ付託する動議を議題として採決いたしま

す。 

河合議員  議長、先ほど賛成言うたんは、動議内容しゃべる前に賛成言うたさかいに終わ

った後、賛成なかったで。成立しない。皆さん、聞いて下さい。録音してくださ

いよ。聞きなさいよ、一遍、頭。動議提出前に動議ありました。動議終了後には

賛成なかったですよ。不成立。 

村岸議長  はい。もとい。 

 ただいま動議は所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。 

 お諮りいたします。ただいまの動議に賛成の諸君は起立を願います。 

議  員  （起立、少数） 

村岸議長  起立少数です。よっていただいまの動議は否決されました。 

 これより、発議第６号教員の長時間労働の抜本的改善を求める意見書案を採

決いたします。 

 賛成の諸君は起立を願います。 

今村議員  討論は。討論が先でしょう。議事進行、ちゃんとしてください。 

村岸議長  すいません。もとい。 

 これより、発議第６号の討論を行います。討論はありませんか。 

今村議員  賛成討論。 

村岸議長  討論の申出があります。これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

議  員  なし。 

村岸議長  次に、本案に対する賛成討論を許します。 

今村議員  はい、１２番。 

村岸議長  今村恵美子君。 

今村議員  それでは、教員の長時間労働の抜本的改善を求める意見書案につきまして、賛

成討論を行います。 

 まず、１点目、提案者が説明をしていただいた中で、なぜ長時間労働がなくな

らないのかというのは、現況、教職員の数が少ない。このことが、大きな原因だ

ということが分かりました。文科省の中央教育審議会初等中等教育分科会の中

での資料の中で、１学級当たりの児童生徒数の国際比較が資料として出されて

おりますが、これで見ますと、日本の学校における平均学級規模はＯＥＣＤ３０

か国あるんですが、その平均よりも大きく、最も学級規模の大きい国の１つとな

っています。初等教育はＯＥＣＤ平均２１人のところ、日本では２７.２人。ま
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た、前期、そして中等教育におきましては、ＯＥＣＤ平均２３人が３２人と、非

常に突出して、わが国の教育の学級における教員負担の大きさが分かります。 

 そして、次、２点目ですが、先ほど提案者からもありましたが、教育労働者は

長時間労働を時間外手当ももらえず、過労死基準１００時間以上になる、こうい

った人たちが出ているというこの実態、これでは教育の質も落ちてしまうと思

います。 

 ３点目、わが国は、人口減少、少子化が進んでいます。また、わが国は資源が

乏しく、外国からの輸入に依存する国です。この中で、わが国が国力を上げ、全

ての国民に幸福感を持ってもらうためには、教育の力が何よりも大切ではない

でしょうか。子供たちの能力を引き出し、世界の中で、各分野において優れた人

材を育てることが、わが国の発展と若者の皆さんに未来への希望を育てること

になると思います。特に、憲法に保障された義務教育、この義務教育は貧富の差

のない教育で、無償となっています。子供たちそれぞれの特徴に合わせた教育実

践でこそ、教育立国としての日本がつくられるのではないでしょうか。今の世界

の中でも、ＯＥＣＤの中で、この日本の状況は、断トツにこの教員への教育負担

が大きくなっている。こういったことでは、令和の時代にマッチした教育の在り

方はつくることができません。そのために、公立中学校、小中学校の教員の皆さ

んへの待遇改善は、待ったなしだと思います。 

 同僚議員の皆さん、国にこの意見書を上げて、私たちの子供や孫の世代、こう

いったこれからの日本を築く人たちへの教育予算を増やすために、皆さんの賛

同をお願いして、私の賛成討論といたします。 

村岸議長  ほかに討論ありませんか。 

議  員  なし。 

村岸議長  ないようですから、これをもって討論を終結いたします。 

 これより、発議第６号教員の長時間労働の抜本的改善を求める意見書案を採

決いたします。 

 賛成の諸君は起立を願います。 

議  員  （起立、少数） 

村岸議長  起立少数であります。よって、発議第６号は否決されました。 

 以上をもって、本日の日程は全て終了いたしました。 

 本定例会の会期中の日程は、皆様には配付しました日程表により、審議される

ようよろしくお願いいたします。 

 本日はこれをもって散会いたします。ご苦労さまでした。 

（午後０時１２分 散会） 
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